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田原市の市民協働まちづくり方針 

素案 

第１章～第３章 

平成３０年３月（予定） 

資料１ 
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第１章 取組の背景と現状    

 

(１) 市民協働のまちづくり(わたしたちみんなで取り組むまちづ(１) 市民協働のまちづくり(わたしたちみんなで取り組むまちづ(１) 市民協働のまちづくり(わたしたちみんなで取り組むまちづ(１) 市民協働のまちづくり(わたしたちみんなで取り組むまちづ

くり)の必要性 くり)の必要性 くり)の必要性 くり)の必要性 

 

① 自治運営の自己決定・自己責任の拡大 ① 自治運営の自己決定・自己責任の拡大 ① 自治運営の自己決定・自己責任の拡大 ① 自治運営の自己決定・自己責任の拡大 

○平成１２年の地方分権一括法の施行、さらに平成２３年の地域主権改革一括法の施行

により、国・県の関与が少なくなり、市町村が自らの意思で決定できる行政サービス

の範囲が拡大されるとともに、責任も重くなってきました。 

○田原市では、市町村合併と行政改革により、行政能力の向上と効率化を図ってきまし

た。一方、人口減少社会への対応のため、現在、「田原市まち・ひと・しごと創生総合

戦略」に基づき、地方創生の取組も進めていますが、民間との連携や協働も必要とさ

れています。今後も、各地域がその特色を充分発揮できるよう、市民との対話による

地域の実情に即した施策展開が一層重要となっています。 

○「東三河広域連合」に代表される自治体間の新たな広域連携によるスケールメリット

を活かし、多様化・高度化する住民ニーズに対応しつつ、行政事務のさらなる効率化

を図ることも必要となっています。 

 

② 価値観・ニーズの多様化 ② 価値観・ニーズの多様化 ② 価値観・ニーズの多様化 ② 価値観・ニーズの多様化 

○田原市は、日本一の農業産出額を誇る農業地域という面と、県内有数の工業都市と

いう面を持ち、これらに関連するサービス業も盛んです。市民は様々な職に就き、

ライフスタイル・価値観も多様化する中、時代の変化に即応した人材の活躍も期待

されています。 

○近年、市民意識における社会モラルの低下や利己主義の広がりに対応するため、隣

近所や地域による子どもの健全育成や高齢者への支援、防犯活動などの互助機能の

充実が必要となっています。 

○遊休不動産や森林の荒廃など、当事者（事業者等）や行政だけでは解決できず、地

域社会全体として取り組まなければならない課題が増加しています。 

○南海トラフの巨大地震や、ゲリラ豪雨などの予期せぬ災害が懸念される中、行政だ

けでなく、家庭、地域、市民活動団体、事業者それぞれが、日ごろからの防災意識

を向上させ、協働で防災対策を推進し、人と人との絆づくりを促すことが重要とな

っています。 

    

③ 総合計画による方向付け ③ 総合計画による方向付け ③ 総合計画による方向付け ③ 総合計画による方向付け 

○「みんなが幸福を実現できるまち」をまちづくりの理念として新たに掲げ、市民一人

ひとりの幸福の創出に主眼を置いた、１０年先を見据えたまちづくり方針として、平

成２４年度に策定された「改定版第１次田原市総合計画」に基づき、まちづくりが進

められています。 

○改定後の総合計画においても、まちづくりの方針として「参加と協働による持続可能

なまちづくり」が掲げられており、その実現に取り組む必要があります。 

 

④ 市民協働による成果向上への期待 ④ 市民協働による成果向上への期待 ④ 市民協働による成果向上への期待 ④ 市民協働による成果向上への期待 

○全国一律の施策では地域特性に対応できないことから、地方分権による市の権限拡大
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を踏まえ、市民が望む満足度の高いサービスの実現手法として、国の誘導策や補助金

を前提とせず、最初から市民と一緒に進める施策の実施に期待が寄せられています。 

  

⑤ ⑤ ⑤ ⑤ 市民協働まちづくりの基本条件の整備市民協働まちづくりの基本条件の整備市民協働まちづくりの基本条件の整備市民協働まちづくりの基本条件の整備    

○平成２０年４月には、田原市市民協働まちづくり条例が、また、同年１０月には、市

民・市民活動団体・事業者・行政等各主体の意見を集約した田原市の市民協働まちづ

くり方針が策定され、協働を進める基本条件が整えられました。 

○平成２５年度には、市民、市民活動団体、事業者及び市の機関の取組みの状況を確認・

評価し、改善策を検討して、市民協働まちづくり方針を改訂しました。 

○平成２７年度には、伊良湖小、堀切小、和地小の統合の実施に伴い、田原市市民協働

まちづくり条例が一部改正されました。 
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(２) (２) (２) (２) 市民協働のまちづくりの現状と展望市民協働のまちづくりの現状と展望市民協働のまちづくりの現状と展望市民協働のまちづくりの現状と展望    

 

①①①①市民活動の現状市民活動の現状市民活動の現状市民活動の現状    

○市内には、福祉・文化・体育などの団体や全国組織の地域団体など300以上の団体が

存在していますが、多くの市民活動団体では、高齢化などによる組織の弱体化が課題

となっています。 

○一方、盆踊りの復活や夏祭り等の実施を通して、生まれ育った土地に感謝する等、地

域資源を見直し、大切に守っていこうとする活動団体が増え始めています。 

 ○各分野の総括団体として、社会教育団体連絡協議会（文化協会・体育協会・小中学

校ＰＴＡ等）、ボランティア連絡協議会（社会福祉協議会内）が組織されています。 

○市民活動団体では、特定非営利活動促進法施行（平成１０年）による特定非営利活動

法人（ＮＰＯ法人）が設立され、クラウドファンディングの活用や、収益を市に還元

する事例も見られる等、市民活動の活性化が図られています。 

※平成２８年：１８団体 

○田原市は、市民活動団体の支援機関として平成１９年７月に市民活動支援センターを

設置するとともに、市民公益事業への補助金や人材育成への支援制度、行政活動の一

部を市民が担う市民提案型委託制度などを順次設けてきました。 

 

②②②②地域コミュニティ活動の現状地域コミュニティ活動の現状地域コミュニティ活動の現状地域コミュニティ活動の現状    

○田原市は、これまで企業誘致を推進し、多くの転入者を受入れてきました。その一方

で、住民自治を充実させるために、昭和47年に国のモデル指定を受け、地域コミュニ

ティ施策の取組も始めました。昭和60年からは小学校単位の活動体制（校区制）を構

築してきています。 

○市民にとって一番身近な学びを実践する社会教育施設である市民館は、人づくり・地

域づくり活動を行うコミュニティ協議会の活動拠点として活用されています。 

○田原市は、平成２９年度に地域コミュニティ振興計画を改定し、地区まちづくり推進

計画の策定・実現等によって、地域コミュニティづくりと活性化を継続的に支援して

います。（調整中） 

○田原市地域コミュニティ連合会は、コミュニティ協議会の連合組織として、さまざま

な地域課題の解決に自主的に取り組み、研究調査を行っています。 

 

③ 市民等と市の機関の協働体制 ③ 市民等と市の機関の協働体制 ③ 市民等と市の機関の協働体制 ③ 市民等と市の機関の協働体制 

○田原市は、平成５年から市民のボランティア活動中の事故を救済するために、田原市

社会貢献活動災害補償制度を導入し、市民による社会貢献活動の促進を図っています。

平成２０年には田原市市民協働まちづくり条例が施行され、市民活動団体による市民

公益活動に取り組みやすい環境を整える市の責務が明確化されましたので、引き続き

本制度により、活動者又はその指導者が安心して活動できるような環境づくりを進め

ています。 

○田原市は、総合計画などの施策検討において、アンケート調査、各種団体代表者や公

募市民の会議参加、パブリックコメント制度などによる市民参画に取り組んでいます。 

 ※パブリックコメントにより意見募集案件  平成２５年度： ４件 

                      平成２６年度：１１件 

                      平成２７年度：１２件 

                      平成２８年度： ８件 

○自治会等には、多種多様な市の業務が委託されていますが、引き続き、地域コミュニ



 5

ティ団体の自主性を尊重しながら、防災や防犯、美化活動、福祉活動などの分野で対

等なパートナーとして連携していく必要があります。 

○その他の市民活動団体と市の協働は、施策ごとに行われていますが、今後もきめ細か

い行政サービスを実現する効果的な手段として、一層期待が寄せられています。 

 

④ ④ ④ ④ 市民活動団体同士のよりいっそうの連携市民活動団体同士のよりいっそうの連携市民活動団体同士のよりいっそうの連携市民活動団体同士のよりいっそうの連携    

 

○地域コミュニティ団体とＮＰＯ、ボランティア団体がより連携し、情報共有や意見交

換をすることで、互いの問題を解決できる可能性があります。今後も、田原市民活動

支援センターを介するなどして、ネットワークの構築を図っていくことが重要です。 

○活動ＰＲと団体の連携を図るため、「しみんのひろば」「福祉のつどい」等のイベント

が開催されており、団体間の交流が進んでいます。 

 

⑤ 市民等と事業者のよりいっそうの相互理解・協働の促進 ⑤ 市民等と事業者のよりいっそうの相互理解・協働の促進 ⑤ 市民等と事業者のよりいっそうの相互理解・協働の促進 ⑤ 市民等と事業者のよりいっそうの相互理解・協働の促進 

○市内の事業者は、社会貢献活動に意欲的に取り組み、人的並びに財政的な側面から市民

活動の支援に貢献しています。 

○ＮＰＯ等の団体との協働事業を通じて社会貢献を行おうとする企業・事業者は増えてい

ます。しかし、市民やＮＰＯ団体と事業者との接点が不足している点もあるため、今後

も相互に情報提供し合い、いっそう連携を深めていくことが期待されています。 



 6

第２章 基本理念第２章 基本理念第２章 基本理念第２章 基本理念〔条例１条～第８条〕              〔条例１条～第８条〕              〔条例１条～第８条〕              〔条例１条～第８条〕               

 

(１) 市民協働の基本理念(１) 市民協働の基本理念(１) 市民協働の基本理念(１) 市民協働の基本理念【条例第１条・第３条に規定】【条例第１条・第３条に規定】【条例第１条・第３条に規定】【条例第１条・第３条に規定】            

 

 

みみみみみみみみんんんんんんんんなななななななながががががががが、、、、、、、、そそそそそそそそれれれれれれれれぞぞぞぞぞぞぞぞれれれれれれれれのののののののの役役役役役役役役割割割割割割割割をををををををを認認認認認認認認識識識識識識識識しししししししし、、、、、、、、おおおおおおおお互互互互互互互互いいいいいいいいにににににににに理理理理理理理理解解解解解解解解しししししししし合合合合合合合合いいいいいいいい、、、、、、、、信信信信信信信信頼頼頼頼頼頼頼頼関関関関関関関関係係係係係係係係をををををををを築築築築築築築築ききききききききななななななななががががががががらららららららら、、、、、、、、        

  

市市市市市市市市民民民民民民民民協協協協協協協協働働働働働働働働にににににににによよよよよよよよるるるるるるるるままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりりをををををををを進進進進進進進進めめめめめめめめままままままままししししししししょょょょょょょょうううううううう。。。。。。。。        

 

※ み ん な ＝ 市民、市民活動団体、事業者及び市の機関  ※ 市民協働 ＝ 市民の参加と協働 

※ まちづくり ＝ 総合計画に掲げる将来都市像等の実現 

 

(２) 期待されている役割(２) 期待されている役割(２) 期待されている役割(２) 期待されている役割〔条例第４条～第７条に規定〕〔条例第４条～第７条に規定〕〔条例第４条～第７条に規定〕〔条例第４条～第７条に規定〕        

 

「市民協働の基本理念」のもと、それぞれに期待されている役割があります。 

 

① 市民に期待されている役割① 市民に期待されている役割① 市民に期待されている役割① 市民に期待されている役割（４条）（４条）（４条）（４条）    

市民は、まちづくりの主役としての責任を自覚し、地域への関心を高め、自らができるこ

とを考えて行動するとともに、市民公益活動に進んで参加することが求められています。 

 

◆ 条例では、次のことが市民に期待されています。 

○ 行政活動に参加・参画し、協働する（9条） 

○ 市民活動団体等が行う市民公益活動に参加し、協働する（10条） 

○ 身近な地域コミュニティ団体の活動に参加する（16条） 

○ 市民協働まちづくり会議（20条）に加わり、協働促進方針策定に参画する（8条） 

 

＊＊＊ 用語の定義 ＊＊＊ 

・市    民…… 市内に居住している人、働いている人、就学している人及びまちづくりに関わってい

る人を指します。 

・市民公益活動…… 自主的に取り組むまちづくり（総合計画を実現する活動）及び社会貢献を目的とする

活動を指します。但し、宗教、政治、営利活動を除きます。 

 

② 市民活動団体に期待されている役割（５条） ② 市民活動団体に期待されている役割（５条） ② 市民活動団体に期待されている役割（５条） ② 市民活動団体に期待されている役割（５条） 

市民活動団体は、活動の社会的意義と責任を自覚し、自らができることを考えて市民公益

活動に取り組み、また、広く市民に理解されるような行動が求められています。 

    

◆ 条例では、次のことが市民活動団体に期待されています。 

○ 行政活動に参加・参画し、協働する（9条） 

○ 他の市民活動団体等が行う市民公益活動に参加し、協働する（10条） 

○ 自らの役割を踏まえ、身近な地域コミュニティ団体の活動に参加する（16条） 

○ 市民協働まちづくり会議（20条）に加わり、協働促進方針策定に参画する（8条） 

 

＊＊＊ 用語の定義 ＊＊＊ 

・市民活動団体…… 市内で活動する地域コミュニティ団体、NPO（非営利活動団体）、ボランティア団体、

その他のすべての団体を指します。 

 

 

③ 地域コミュニティ団体に期待されている役割（5条・15条） ③ 地域コミュニティ団体に期待されている役割（5条・15条） ③ 地域コミュニティ団体に期待されている役割（5条・15条） ③ 地域コミュニティ団体に期待されている役割（5条・15条） 

市民活動団体の基礎的団体として位置付けられた地域コミュニティ団体は、民主的かつ公
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平で開かれた運営によって、自主的に地域課題に対処することなどが求められています。 

 

◆ 条例では、次のことが地域コミュニティ団体に期待されています。 

○ 行政活動に参加・参画し、協働する（9条） 

○ 他の市民活動団体等が行う市民公益活動に参加し、協働する（10条） 

○ 地域課題への対応、他の団体との連携、市民等の参加確保、意見集約・代表する 

（15条） 

○ 市民協働まちづくり会議（20条）に加わり、協働促進方針策定に参画する（8条） 

 

＊＊＊＊＊ 用語の定義 ＊＊＊＊＊ 

・地域コミュニティ団体…… 自治会（自治会・区・町内会など現在１０６地区）、自治会連合組織、校区（１

８小学校区）及びコミュニティ協議会（２０団体）を指します。 

 

④ 事業者に期待されている役割（６条） ④ 事業者に期待されている役割（６条） ④ 事業者に期待されている役割（６条） ④ 事業者に期待されている役割（６条） 

事業者は、市民公益活動の重要性を理解し、また、地域社会の一員としての責任を自覚し、

自らができることを考えて行動するとともに、市民公益活動に対して人的・財政的に支援す

ることが求められています。 

 

◆ 条例では、次のことが事業者に期待されています。 

○ 行政活動に参加・参画し、協働する（9条） 

○ 市民活動団体等が行う市民公益活動に参加し、協働すること（10条） 

○ 自らの役割を踏まえ、身近な地域コミュニティ団体の活動に参加する（16条） 

○ 市民協働まちづくり会議（20条）に加わり、協働促進方針策定に参画する（8条） 

 

＊＊＊ 用語の定義 ＊＊＊ 

・事業者……市内で事業活動を行う個人、法人のすべてを指します。 

 

⑤ 市の機関に課せられている役割⑤ 市の機関に課せられている役割⑤ 市の機関に課せられている役割⑤ 市の機関に課せられている役割（7条）（7条）（7条）（7条）    

市の機関は、それぞれの権限・能力の範囲で、市民参加と協働によるまちづくりの意義を

自覚し、責任をもって施策を実施するとともに、市民活動団体の総合調整に取り組むものと

する。 

 

◆ 条例では、次のことが市の機関に課せられています。  

○ 市民等が行政活動に参加・参画し、協働による実施を進め、状況を公表すること（9条） 

○ 市民公益活動における市民協働が促進されるように取り組むこと（10条） 

○ 市民公益活動を支援（活動環境整備、情報協力、人的・財政的支援等）すること（11

～13条） 

○ 地域コミュニティ団体の振興策を立案・実施するとともに、意見に配慮すること（17

条） 

○ 民主的かつ公平な運営をしている地域コミュニティ団体を認定すること（18条） 

○ 市民協働まちづくり基金を設置・管理すること（19条） 

○ 市民協働まちづくり会議の必要事項を定め（20 条）、協働促進方針を策定すること（8

条） 

 

＊＊＊ 用語の定義 ＊＊＊ 

・市の機関…… 執行機関としての市長・教育委員会・農業委員会・選挙管理委員会・固定資産評価審査委

員会・公平委員会・監査委員と、議決機関としての市議会を含みます。 
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(３) 方針をつくる目的(３) 方針をつくる目的(３) 方針をつくる目的(３) 方針をつくる目的〔条例第８条に規定〕〔条例第８条に規定〕〔条例第８条に規定〕〔条例第８条に規定〕    

 
 
 

田田田田田田田田原原原原原原原原市市市市市市市市のののののののの現現現現現現現現状状状状状状状状をををををををを踏踏踏踏踏踏踏踏ままままままままええええええええ、、、、、、、、市市市市市市市市民民民民民民民民協協協協協協協協働働働働働働働働のののののののの基基基基基基基基本本本本本本本本理理理理理理理理念念念念念念念念をををををををを実実実実実実実実現現現現現現現現すすすすすすすするるるるるるるるたたたたたたたためめめめめめめめにににににににに、、、、、、、、        

  

ここここここここれれれれれれれれかかかかかかかかららららららららみみみみみみみみんんんんんんんんななななななななでででででででで取取取取取取取取りりりりりりりり組組組組組組組組むむむむむむむむ基基基基基基基基本本本本本本本本的的的的的的的的なななななななな方方方方方方方方針針針針針針針針をををををををを定定定定定定定定めめめめめめめめまままままままますすすすすすすす。。。。。。。。        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※方針の検討・調整の場として、協働会議を設置 
 
 

(４) 方針を実現する年度 (４) 方針を実現する年度 (４) 方針を実現する年度 (４) 方針を実現する年度 

 
 
 

１１１１１１１１００００００００年年年年年年年年間間間間間間間間（（（（（（（（平平平平平平平平成成成成成成成成３３３３３３３３００００００００年年年年年年年年度度度度度度度度～～～～～～～～平平平平平平平平成成成成成成成成３３３３３３３３９９９９９９９９年年年年年年年年度度度度度度度度））））））））をををををををを目目目目目目目目標標標標標標標標ととととととととししししししししたたたたたたたた方方方方方方方方針針針針針針針針をををををををを定定定定定定定定めめめめめめめめまままままままますすすすすすすす。。。。。。。。        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
田

原

市

の

協

働

の

現

状 

協協

働働

社社

会会

のの

実実

現現

推推

進進  
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第３章 市民協働に取組む基本姿勢と配慮すべき視点  第３章 市民協働に取組む基本姿勢と配慮すべき視点  第３章 市民協働に取組む基本姿勢と配慮すべき視点  第３章 市民協働に取組む基本姿勢と配慮すべき視点  

 

この方針に掲げる項目が実現され、成果を上げる前提として、「相互理解と信頼の構築」

が不可欠であるという認識から、市民、市民活動団体、事業者及び市の機関が共通して取り

組む必要のある基本姿勢と配慮すべき視点を示します。 

 

（１） 基本的な姿勢 （１） 基本的な姿勢 （１） 基本的な姿勢 （１） 基本的な姿勢 

①人と人との絆づくり ①人と人との絆づくり ①人と人との絆づくり ①人と人との絆づくり 

…… 普段から「明るいあいさつ」を通じて、身近な人とのコミュニケーションをとり、

いざというときにも助け合えるような地域づくりを目指します。 

 

② 合意形成にむけたルールの順守  ② 合意形成にむけたルールの順守  ② 合意形成にむけたルールの順守  ② 合意形成にむけたルールの順守  

…… みんなが当事者意識を持って、企画段階から参画し、合意形成に向けて、みんな

で決めたルールを守って行動します。 

 

③ 担い手の育成・確保 ③ 担い手の育成・確保 ③ 担い手の育成・確保 ③ 担い手の育成・確保 

 …… 人々の多様性を認め、それぞれの能力や経験を活かしながら、持続的な学習を通

じて、地域づくり活動（公益活動）で活躍する担い手の育成・確保を図ります。 

 

④ ふるさとに感謝 ④ ふるさとに感謝 ④ ふるさとに感謝 ④ ふるさとに感謝 

…… 活動の基盤である私たちのまちと、美しい自然に感謝し、私たちの未来のために

できることを精一杯取り組んでいきます。 

    

（２） 配慮すべき視点 （２） 配慮すべき視点 （２） 配慮すべき視点 （２） 配慮すべき視点 

① 幅広い世代の参加 ① 幅広い世代の参加 ① 幅広い世代の参加 ① 幅広い世代の参加 

…… 子どもから高齢者までのすべての市民が参加し、それぞれの世代のライフスタイ

ルや特性を活かして活躍できるように配慮していきます。 

 

② 男女共同参画 ② 男女共同参画 ② 男女共同参画 ② 男女共同参画 

…… みんなが自分らしく輝ける社会を目指し、男女のそれぞれがお互いの能力を認め

合い、一緒になってまちづくりを進めていきます。 

 

③ 多文化共生 ③ 多文化共生 ③ 多文化共生 ③ 多文化共生 

…… 市内在住や来訪する外国人に対して、お互いの文化を理解しながら、個人個人の

特性を活かした活躍ができるような多文化共生社会を築いていきます。 
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 第４章  市民協働の６つの指針〔条例第４条～第１９条〕   

 

市民参加と協働によるまちづくりを実現するため、６つの指針を定めます。 

 

 

 

■指針その１ 市民等の役割の実現             

 

 

市民、市民活動団体、事業者は、それぞれに求められている役割市民、市民活動団体、事業者は、それぞれに求められている役割市民、市民活動団体、事業者は、それぞれに求められている役割市民、市民活動団体、事業者は、それぞれに求められている役割

を実現していきます。 を実現していきます。 を実現していきます。 を実現していきます。 

 

（１） 市民の取組のあり方 （１） 市民の取組のあり方 （１） 市民の取組のあり方 （１） 市民の取組のあり方 

 

ままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりりのののののののの主主主主主主主主体体体体体体体体ででででででででああああああああるるるるるるるるここここここここととととととととをををををををを認認認認認認認認識識識識識識識識しししししししし、、、、、、、、自自自自自自自自ららららららららででででででででききききききききるるるるるるるるここここここここととととととととにににににににに取取取取取取取取りりりりりりりり組組組組組組組組むむむむむむむむととととととととととととととととももももももももにににににににに、、、、、、、、        

    
    

行行行行行行行行政政政政政政政政活活活活活活活活動動動動動動動動やややややややや市市市市市市市市民民民民民民民民公公公公公公公公益益益益益益益益活活活活活活活活動動動動動動動動のののののののの参参参参参参参参加加加加加加加加にににににににに努努努努努努努努めめめめめめめめてててててててていいいいいいいいききききききききまままままままますすすすすすすす。。。。。。。。        

 

 

 . 市民公益活動への参加                     市民の取組        

 

 

［現状］○市民の市民公益活動への参加については、各個人の自主性に委ねられてい

ます。 

 

［今後の取組］ ○急速な高齢化や環境問題等、身の周りの課題を認識し、市民とし

てできることに取り組むとともに、市民公益活動に関心を持ち、参加する

なかで、達成感・充実感を得つつ、自らを成長させていきます。 

 

 

 . 行政活動への参加                       市民の取組   

 

 

 

［現状］○市民の行政活動への参加については、各個人の自主性に委ねられています。 

 

［今後の取組］ ○自らの生活環境を向上させるため、社会動向や行政運営に関心を

持ち、市民として行政運営や施策を実現する事業等に参加（参画）してい

きます。 

 

■指針その１ 市民等の役割の実現 ■指針その１ 市民等の役割の実現 ■指針その１ 市民等の役割の実現 ■指針その１ 市民等の役割の実現 

■指針その２ 行政参加・協働の推進 ■指針その２ 行政参加・協働の推進 ■指針その２ 行政参加・協働の推進 ■指針その２ 行政参加・協働の推進 

■指針その３ 市民間協働の推進 ■指針その３ 市民間協働の推進 ■指針その３ 市民間協働の推進 ■指針その３ 市民間協働の推進 

■指針その４ 市民公益活動の支援 ■指針その４ 市民公益活動の支援 ■指針その４ 市民公益活動の支援 ■指針その４ 市民公益活動の支援 

■指針その５ 地域コミュニティ活動の振興 ■指針その５ 地域コミュニティ活動の振興 ■指針その５ 地域コミュニティ活動の振興 ■指針その５ 地域コミュニティ活動の振興 

■指針その６ 市民協働まちづくり基金の活用 ■指針その６ 市民協働まちづくり基金の活用 ■指針その６ 市民協働まちづくり基金の活用 ■指針その６ 市民協働まちづくり基金の活用 

ａ 

ｂ 
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（２） 市民活動団体の取組のあり方 （２） 市民活動団体の取組のあり方 （２） 市民活動団体の取組のあり方 （２） 市民活動団体の取組のあり方 

 

自自自自自自自自ららららららららのののののののの活活活活活活活活動動動動動動動動やややややややや、、、、、、、、市市市市市市市市・・・・・・・・各各各各各各各各種種種種種種種種団団団団団団団団体体体体体体体体ととととととととのののののののの協協協協協協協協働働働働働働働働をををををををを通通通通通通通通ししししししししてててててててて、、、、、、、、市市市市市市市市民民民民民民民民等等等等等等等等ととととととととのののののののの信信信信信信信信頼頼頼頼頼頼頼頼をををををををを築築築築築築築築くくくくくくくくととととととととととととととととももももももももにににににににに、、、、、、、、        

  

ままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりりにににににににに貢貢貢貢貢貢貢貢献献献献献献献献しししししししし、、、、、、、、市市市市市市市市民民民民民民民民かかかかかかかかららららららららのののののののの信信信信信信信信頼頼頼頼頼頼頼頼をををををををを築築築築築築築築きききききききき、、、、、、、、自自自自自自自自ららららららららのののののののの活活活活活活活活性性性性性性性性化化化化化化化化をををををををを図図図図図図図図っっっっっっっってててててててていいいいいいいいききききききききまままままままますすすすすすすす。。。。。。。。        

 

 

 a 活動ＰＲ・信頼性の向上                市民活動団体の取組    

 

 

［現状］○田原市内の市民活動団体は、独自または関係団体、市民活動支援センター

と連携して、情報誌やホームページ等で活動をPR していますが、まだ不足

しています。 

○事業の拡大を図るために、法人化する市民活動団体もあります。 

 

［今後の取組］ ○市民や関係団体、地域コミュニティ団体に参加を呼びかけるため、

生活に身近な場面やインターネット、ＳＮＳ（※）等を媒体として、団体

の活動目的・内容をPR するとともに、適正に運営されていることを自己

評価・情報公開し、信頼性の向上を図ります。 

 

      ※ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・システム）…… 個人間のコ

ミュニケーションを促進し、社会的なネットワークの構築を支援する、

インターネットを利用したサービスのこと。 

 

a. 市民公益活動や行政活動への参加・協働           市民活動団体の取組   

 

［現状］○市民活動団体の公益活動や行政参加・協働については、各団体の自主性に

委ねられています。 

 

［今後の取組］ ○団体活動に影響を及ぼす社会動向や市の行政運営に関心を持ち、

市民活動団体の立場で出来ることに取り組み、団体の公共性と信頼を高め

ていきます。 

 

 

ａ 

ｂ 

◆市民協働まちづくり事業補助金事業報告会 
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（３） 事業者の取組のあり方 （３） 事業者の取組のあり方 （３） 事業者の取組のあり方 （３） 事業者の取組のあり方 

 

自自自自自自自自ららららららららのののののののの事事事事事事事事業業業業業業業業活活活活活活活活動動動動動動動動やややややややや、、、、、、、、行行行行行行行行政政政政政政政政活活活活活活活活動動動動動動動動・・・・・・・・市市市市市市市市民民民民民民民民公公公公公公公公益益益益益益益益活活活活活活活活動動動動動動動動へへへへへへへへのののののののの参参参参参参参参加加加加加加加加・・・・・・・・支支支支支支支支援援援援援援援援等等等等等等等等をををををををを通通通通通通通通ししししししししてててててててて、、、、、、、、        

  

ままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりりにににににににに貢貢貢貢貢貢貢貢献献献献献献献献ししししししししななななななななががががががががらららららららら、、、、、、、、自自自自自自自自ららららららららのののののののの事事事事事事事事業業業業業業業業発発発発発発発発展展展展展展展展をををををををを図図図図図図図図っっっっっっっってててててててていいいいいいいいききききききききまままままままますすすすすすすす。。。。。。。。        

 

 

a. 事業者による社会貢献                     事業者の取組   

 

［現状］○事業者は、あらゆる事業活動の中で地域社会に貢献しています。また、地

域や業種ごとに各種団体を結成し、より広域的かつ多様な地域公益活動にも

取り組んでいますが、それらは自主性に委ねられています。 

 

［今後の取組］ ○事業者に影響を及ぼす社会動向や市の行政運営に関心を持ち、事

業者・関連団体の立場で出来ることに取り組み、地域の発展と事業環境の

向上を目指していきます。 

 

 

a. 市民公益活動への参加・支援                   事業者の取組   

 

 

［現状］○事業者自身や関連団体は、それぞれが可能な範囲で、市民活動団体への社

員派遣、資金協力（寄付等）、会場・資材の提供等を行っています。 

 

 

［今後の取組］ ○事業者による市民公益活動への協力促進と、その状況の地域社会

へのＰＲにより、事業者（活動）の信頼性を一層高め、地域経済及び市民

公益活動の活性化を図っていきます。 

 

 

a. 行政活動への参加・協働                     事業者の取組   

 

 

［現状］○事業者の行政活動への参加については、それぞれの自主性に委ねられてい

ます。 

 

［今後の取組］ ○事業活動に影響を及ぼす社会動向や市の行政運営に関心を持ち、

事業者・関連団体の立場で出来ることに取り組み、まちづくりの推進と事

業環境の向上を図っていきます。 

 

 

 

ｂ 

ｃ 

ａ 
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■指針その２ 行政参加・協働の推進            

 

みんなで、行政活動への市民参加・協働を進めていきます。 みんなで、行政活動への市民参加・協働を進めていきます。 みんなで、行政活動への市民参加・協働を進めていきます。 みんなで、行政活動への市民参加・協働を進めていきます。 

 

（１）市民参加・参画のあり方 （１）市民参加・参画のあり方 （１）市民参加・参画のあり方 （１）市民参加・参画のあり方 

 

市市市市市市市市のののののののの機機機機機機機機関関関関関関関関はははははははは、、、、、、、、市市市市市市市市民民民民民民民民ニニニニニニニニーーーーーーーーズズズズズズズズににににににににママママママママッッッッッッッッチチチチチチチチししししししししたたたたたたたた施施施施施施施施策策策策策策策策内内内内内内内内容容容容容容容容ととととととととすすすすすすすするるるるるるるるたたたたたたたためめめめめめめめ、、、、、、、、情情情情情情情情報報報報報報報報をををををををを公公公公公公公公開開開開開開開開しししししししし、、、、、、、、        

  

みみみみみみみみんんんんんんんんななななななななのののののののの参参参参参参参参加加加加加加加加をををををををを得得得得得得得得ななななななななががががががががらららららららら、、、、、、、、企企企企企企企企画画画画画画画画・・・・・・・・実実実実実実実実現現現現現現現現ししししししししてててててててていいいいいいいいききききききききまままままままますすすすすすすす。。。。。。。。        

 

 

 a. 積極的な行政情報の公開                    市の機関の取組   

 

［現状］○行政情報は、定期刊行する広報たはら等と、随時発行する施策パンフレッ

トやイベントちらし等に掲載し、コミュニティ協議会・自治会を経由する

地域文書として、市民に伝えています。 

○インターネットやホームページ（市、市議会等）、ＳＮＳ、ケーブルテレビ

（市政番組、議会中継等）、声の広報、市政ほーもん講座等で情報を提供し

ています。 

 

［今後の取組］ ○情報提供のタイミングを考慮し、内容に応じて方法を選択・整理

するとともに、市民に広報紙やケーブルテレビ番組に関心を持ってもら

えるよう、受け手にとって有意義でわかりやすい情報提供に努めます。 

    ○インターネットやＳＮＳを効果的に活用して情報提供することにより、

さらなる情報の広がりを図ります。 

 

 

 

 a. 行政活動への市民参加の拡大                   市の機関の取組   

 

 

［現状］○新たな事業やイベント・行事等について、広報たはら、パンフレット、市

ホームページ等で市民等にお知らせし、市民等による実施や行事への参加を

呼びかけています。 

 

［今後の取組］ ○市民等と一体となってまちづくりに取り組むことが「市民協働」

の根底であることを市職員が十分に理解します。 

○遊休資産の活用や地域包括ケアシステムの推進など新たな課題に対して

も、市民協働を踏まえて取り組みます。 

○市民等が参加しやすい方法（手法・日時・場所等）に改善するとともに、

内容に応じた効果的なＰＲを検討します。また、市民等が参加（実施）す

るメリット（能力向上、ネットワークの構築化、精神的な達成感の獲得等）

を示せるように工夫します。 

    ○イベント等で市民や団体、事業者等に協力を得る場合は、事前の打ち合わ

せ等を十分に行います。 

 

 

ａ 

ｂ 
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 a. 市民公募委員の導入                     市の機関の取組  

 

 

［現状］○方針・計画等の検討会議等を設ける場合、法令の制限がない限り、各担当

課で市民公募委員を募集し、幅広い市民の意見を把握しながら検討を進めて

います。市民公募委員の募集及び応募は増えてきています。 

 

［今後の取組］ ○広く市民の意見を反映するため、市民公募委員への多数の応募を

いただけるよう、発言しやすい会議運営等を目指します。 

 

 

 a. 市民活動団体等への参画要請の整理               市の機関の取組  

 

 

［現状］○毎年度、方針・計画等の検討会議、施策推進の協議会など多数設置され、

なかには多くの会議に参画する団体もありますが、団体運営の負担とならな

いよう、代表者の負担軽減を図っています。 

 

［今後の取組］ ○施策検討への参画要請が団体の負担とならないように、目的に応

じて会議の統廃合・整理を図り、特定の代表者に偏らせず、委員等の男女

割合にも留意します。 

○幅広い意見が把握できるよう開催形式・年間スケジュール等を改善すると

ともに、寄せられた意見の反映に取り組みます。 

○参加にあたっては、代表者への要請だけでなく、目的に応じた人材の依頼

をし、代表者の負担軽減を図ります。 

  

 

 

 a. パブリックコメント制度                    市の機関の取組  

 

［現状］○パブリックコメントの手続きに関する要綱を制定し、市役所や市ホームペ

ージで公表し、市民の意見を反映させながら、計画等を策定しています。 

 

［今後の取組］ ○日頃から市民に対して関心をひきつけ、一方的な原案の提示とな

らないよう、分かりやすい情報提供に努めます。 

 

 

ｃ 

ｄ 

ｅ 
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 b. 市民意見の提案制度                      市の機関の取組  

 

 

［現状］○市民からの意見・提案は、市役所・支所等に設置された『提言箱』、田原市

ホームページ投書コーナー『市民の声』等で集められた後、関係各課に送付

（定期的に部長会議で報告）され、関連施策に反映するとともに、提案者に

回答しています。 

    ○平成21年度に制定した「市民の声」取扱要綱に基づき、公共性のある提言

と回答を市ホームページで公開しています。 

 

［今後の取組］ ○現行の提案制度を充実しつつ、制度のＰＲを効果的に行い、より

建設的な意見が寄せられるよう工夫します。 

 

 

 

 c. 意見交換のための会議開催                  市の機関の取組  

 

［現状］○各分野の関係団体で構成する協議会の設置、コミュニティ協議会が主催す

る地域懇談会、各種団体が主催する総会等への出席により意見把握に取り組

んでいます。 

     

［今後の取組］ ○会議の設置、地域懇談会等の会議への出席により、団体の個別意

見及び総意の把握に努めます。 

 

 

 

 d. アンケート調査                         市の機関の取組  

 

［現状］○総合計画の実現状況を把握する市民意識調査（3年ごと市民・団体・事業者

別に実施）、各分野のアンケート調査（定期又は随時）によって、統計的に

市民意識等を把握しています。 

 

［今後の取組］ ○施策実施における客観的根拠資料となるよう、アンケート等の調

査方法（実施時期・対象・設問・回答方式等）を改善するとともに、回答

率の向上を図ります。 

また、他の都市との比較や経年比較等、多方面な評価と複合させ、本市

の強み・弱みを把握します。 

 

 

 

 

 

 

 

ｆ 

ｇ 

ｈ
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（２）行政活動における協働のあり方 （２）行政活動における協働のあり方 （２）行政活動における協働のあり方 （２）行政活動における協働のあり方 

    

市市市市市市市市のののののののの機機機機機機機機関関関関関関関関はははははははは、、、、、、、、みみみみみみみみんんんんんんんんななななななななでででででででで取取取取取取取取りりりりりりりり組組組組組組組組んんんんんんんんだだだだだだだだ方方方方方方方方がががががががが、、、、、、、、少少少少少少少少なななななななないいいいいいいい経経経経経経経経費費費費費費費費でででででででで高高高高高高高高いいいいいいいい効効効効効効効効果果果果果果果果がががががががが得得得得得得得得らららららららられれれれれれれれるるるるるるるる業業業業業業業業務務務務務務務務をををををををを        

  

見見見見見見見見つつつつつつつつけけけけけけけけ、、、、、、、、責責責責責責責責任任任任任任任任・・・・・・・・費費費費費費費費用用用用用用用用等等等等等等等等をををををををを明明明明明明明明確確確確確確確確ににににににににししししししししななななななななががががががががらららららららら実実実実実実実実施施施施施施施施ししししししししてててててててていいいいいいいいききききききききまままままままますすすすすすすす。。。。。。。。        

 

 

 a. 地域コミュニティ団体との協働（委託）             市の機関の取組  

 

 

 

［現状］○地域コミュニティ団体には、自主防災活動、ごみ収集場の管理、交通安全・

防犯活動、広報たはら等の文書配布、福祉活動、公園・排水施設の管理等に

加えて、イベントや講演会への参加や公職委員の推薦など地域関係事項につ

いて幅広く依頼し、協力を得ています。 

○市からの依頼業務が増加しており、自治会等の負担となっています。依頼

業務での負担を軽減するため、基本方針を定め、あらかじめ地域に対して依

頼業務や行事等の年間スケジュールを提示しています。 

 

［今後の取組］ ○市各課からの依頼事項を整理するとともに、自治会等の規模・能

力に応じた依頼内容の弾力化や支援制度の充実等、負担軽減を検討します。 

○地域コミュニティ団体の抱える課題を考慮し、市からの依頼事項に取り組

むことにより、地域課題も同時解決できるように工夫します。 

 

 

 

 a. 地域コミュニティ団体からの要望への対応           市の機関の取組  

 

 

［現状］○地域コミュニティ団体のもつ地域課題（生活環境の整備、諸制度の改善等）

に関する要望は、地域コミュニティ連合会、代表者等による随時の申出によ

って行われています。 

○市の機関では、コミュニティ担当課又は各事業課において、これらに対応

するとともに、平成19年度からはまちづくりアドバイザーに連絡機能（地

域の希望把握）を持たせています。 

 

［今後の取組］ ○地域コミュニティ団体の要望内容を確認・整理するとともに、一

緒になって対応策や制度改善に取り組みます。 

また、市の機関が実施する個々の施策についても、全体の公平性等を確

保しながら、その地域に即した進め方を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ 

ｂ 
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 a. 特定業務の外部委託（市指定委託）              市の機関の取組  

 

 

［現状］○専門資格を要する市の業務の実施に関しては、多様化への対応や効率性を

考慮し、有資格者の採用や職員の資格取得による対応から、外部委託（事業

者等）による対応に切り替えています。 

○公共施設等における専門性を活かしたサービスと効率性の向上を目指して、

事業者や市民活動団体による指定管理者制度を導入し、協働対象事業のリ

ストアップを行っています。 

 

［今後の取組］ ○指定管理者制度を含む既存の委託に加え、協働対象事業について、

業務内容に応じた協働の推進を図ります。 

 

 

 

 a. 市民等からの提案による協働事業（外部委託）         市の機関の取組  

 

 

［現状］○平成22年度から、市の事業について市民から広く事業提案を募る「市民提

案型委託制度（テーマ提示型・自由テーマ型）」を運用しています。 

    ○市民に広く公募する提案型委託制度の活用が徐々に増えています。 

 

［今後の取組］ ○市民・市民活動団体・事業者との協働が可能な事業について実施

のあり方を研究し、市民提案型委託制度の活用等により、成果の向上を目

指します。 

 

 

 

 a. 様々な協働方式の導入                   市の機関の取組  

 

［現状］○市の施策のなかで、市民・団体等と一緒になって取り組まないと成果を上

げられない業務等においては、協議会等を設けて調整を図っています。 

○柔軟な対応が必要となるイベント等では、市民等による実行委員会方式で

実施しています。 

○田原リサイクルセンターや田原市給食センターの運営事業には、ＰＦＩ手

法を導入し、効率的かつ効果的な公共サービスの提供を図っています。 

 

［今後の取組］ ○業務内容に応じて、実行委員会方式のほか、市民等の得意分野を

活かせるような協働方式の導入・維持に取り組みます。 

○ＰＦＩ（プライベート・ファイナンス・イニシアチブ）、ＰＰＰ（パブリ

ック・プライベート・パートナーシップ）等の行政と民間の特性・能力等

を活かした方式による業務を実施します。 

ｃ 

ｄ 

ｅ 
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（３）市民参加・協働状況の公表 （３）市民参加・協働状況の公表 （３）市民参加・協働状況の公表 （３）市民参加・協働状況の公表 

 

市市市市市市市市のののののののの施施施施施施施施策策策策策策策策・・・・・・・・業業業業業業業業務務務務務務務務へへへへへへへへのののののののの市市市市市市市市民民民民民民民民参参参参参参参参加加加加加加加加・・・・・・・・協協協協協協協協働働働働働働働働のののののののの状状状状状状状状況況況況況況況況はははははははは、、、、、、、、毎毎毎毎毎毎毎毎年年年年年年年年公公公公公公公公表表表表表表表表すすすすすすすするるるるるるるるここここここここととととととととでででででででで、、、、、、、、        

  

ややややややややりりりりりりりり方方方方方方方方のののののののの改改改改改改改改善善善善善善善善やややややややや新新新新新新新新たたたたたたたたなななななななな参参参参参参参参加加加加加加加加のののののののの拡拡拡拡拡拡拡拡大大大大大大大大をををををををを図図図図図図図図っっっっっっっってててててててていいいいいいいいききききききききまままままままますすすすすすすす。。。。。。。。        

 

 

 a. 協働会議への報告・一般公表                 市の機関の取組  

 

［現状］○市民・市民活動団体・事業者・行政など各主体の市民協働に関する取組は、

市民協働まちづくり会議において状況を報告し合い、市民に公開しています。 

 

［今後の取組］ ○毎年、市民参加・協働状況を項目別に取りまとめ、協働会議や一般

市民に公表し、参加・協働への取り組み方の検討資料として活用できるよ

うにします。 

 

 

ａ 

◆広報たはら「市民活動を応援するページ／地域の話題」（毎月） 
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■指針その３ 市民間協働の推進             

 

みんなで連携しながら、市民公益活動を進めていきます。 みんなで連携しながら、市民公益活動を進めていきます。 みんなで連携しながら、市民公益活動を進めていきます。 みんなで連携しながら、市民公益活動を進めていきます。 

 

＊市民間協働：市民公益活動における市民・市民活動団体・事業者の相互の協働 

 

 

（１）市民間協働のあり方 （１）市民間協働のあり方 （１）市民間協働のあり方 （１）市民間協働のあり方 

 

市市市市市市市市民民民民民民民民公公公公公公公公益益益益益益益益活活活活活活活活動動動動動動動動にににににににによよよよよよよよるるるるるるるるままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりりをををををををを推推推推推推推推進進進進進進進進すすすすすすすするるるるるるるるたたたたたたたためめめめめめめめ、、、、、、、、市市市市市市市市民民民民民民民民、、、、、、、、市市市市市市市市民民民民民民民民活活活活活活活活動動動動動動動動団団団団団団団団体体体体体体体体、、、、、、、、事事事事事事事事業業業業業業業業者者者者者者者者がががががががが        

    
    

得得得得得得得得意意意意意意意意なななななななな分分分分分分分分野野野野野野野野でででででででで、、、、、、、、相相相相相相相相互互互互互互互互のののののののの連連連連連連連連携携携携携携携携（（（（（（（（協協協協協協協協働働働働働働働働））））））））をををををををを進進進進進進進進めめめめめめめめてててててててていいいいいいいいききききききききまままままままますすすすすすすす。。。。。。。。        

 

 

 a. 市民公益活動における連携・協力・援助            市民等の取組   

 

 

［現状］○イベントにおける団体の連携や事業者の協力等、市民公益活動においても

協働が行われており、市民活動支援センターを通じて情報発信も実施されて

いますが、その状況は充分に把握されていません。 

○事業者の活動において、市民公益活動を支援する取組も見られますが、そう

した内容は充分に市民等に知られていません。 

 

［今後の取組］ ○市民活動団体やその活動内容が、充分に知られていないため、ま

ず、市民活動支援センターの機能の充実等を進めながら、それらを周知し、

連携・協力・援助によって解決できることを把握し、その促進を図ります。 

    ○事業者による市民公益活動への支援やそれらの情報を広く市民等に伝達す

る仕組みを検討し、活動の活性化を図ります。 

○市民公益活動が必要な場所で展開できるように、多様な連携による活動の

活性化を図ります。 

 

 

 

 a  市民活動団体による市民活動の支援              市民等の取組   

 

 

［現状］○各種団体の連合組織やＮＰＯの育成・連携を目指した市民活動支援センタ

ー等の中間支援団体が存在し、市の関係課と協力しながら市民公益活動の活

性化や各種調整を行っています。 

    ○中間支援団体による、団体同士の交流を図るイベント等が開催され、少し

ずつ団体間の連携が進んでいます。 

 

［今後の取組］ ○各市民活動団体の活性化を図るため、互いの能力の向上や連携に

よる課題解決を目指し、市民活動団体による市民活動団体のための自主的

な支援活動の促進を図ります。 

ａ 

ｂ 
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 a. 市民間協働の促進のための支援               市の機関の取組  

 

 

［現状］○市の機関は、市民公益活動における市民等の連携を進めるため、市民活動

支援センターの設置や活動をＰＲするイベント「しみんのひろば」の開催を

支援しています。 

 

［今後の取組］ ○市民公益活動における連携の意向（他の団体に対する協力要請等）

や実現状況を把握するとともに、連携・協力・支援が進められるように情

報ネットワークの形成や活動・人材情報の把握・提供に取り組みます。 

 

 

 

Ｃ 
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■指針その４ 市民公益活動の支援            

 

市の機関は、活動環境の整備、情報提供、人的支援、財政的支市の機関は、活動環境の整備、情報提供、人的支援、財政的支市の機関は、活動環境の整備、情報提供、人的支援、財政的支市の機関は、活動環境の整備、情報提供、人的支援、財政的支

援により市民公益活動の促進を図ります。 援により市民公益活動の促進を図ります。 援により市民公益活動の促進を図ります。 援により市民公益活動の促進を図ります。 

 

 

（１）活動環境の整備のあり方 （１）活動環境の整備のあり方 （１）活動環境の整備のあり方 （１）活動環境の整備のあり方 

 

市市市市市市市市のののののののの機機機機機機機機関関関関関関関関はははははははは一一一一一一一一体体体体体体体体ととととととととななななななななっっっっっっっってててててててて、、、、、、、、市市市市市市市市民民民民民民民民公公公公公公公公益益益益益益益益活活活活活活活活動動動動動動動動ののののののののたたたたたたたためめめめめめめめのののののののの施施施施施施施施設設設設設設設設整整整整整整整整備備備備備備備備、、、、、、、、施施施施施施施施設設設設設設設設利利利利利利利利用用用用用用用用のののののののの利利利利利利利利便便便便便便便便性性性性性性性性のののののののの向向向向向向向向上上上上上上上上やややややややや、、、、、、、、        
 
  
  
  
 

安安安安安安安安心心心心心心心心ししししししししてててててててて活活活活活活活活動動動動動動動動ででででででででききききききききるるるるるるるる環環環環環環環環境境境境境境境境のののののののの確確確確確確確確保保保保保保保保にににににににに取取取取取取取取りりりりりりりり組組組組組組組組んんんんんんんんででででででででいいいいいいいいききききききききまままままままますすすすすすすす。。。。。。。。        

 

 

 a. 施設等の整備・利用改善                 市の機関の取組  

 

［現状］○市民や団体等の活動拠点として、市民館をはじめ、文化会館や運動施設等

を整備するとともに、予約システムの改善、利用負担の減免等により利便性

の向上、活動の活性化を図っています。 

○合併や人口減少により、重複した施設や行政目的を終えた公共施設も増加

しているため、公共施設の適正化に取り組んでいます。 

 

［今後の取組］ ○公共施設の集約化や重点化、複合化等を踏まえ、公共施設のサー

ビスの適正化を図ります。 

     ○公共施設の長寿命化を図るとともに、未利用施設の利活用を進めます。 

 

 

 

 市民公益活動の環境整備                  市の機関の取組  

 

 

［現状］○ソフト面の環境整備として、市民等が安心して市民公益活動に取り組める

ように、市において社会貢献活動災害補償制度を設け、一定の範囲内で傷害

等を補償しています。 

 

［今後の取組］ ○公益性の高い活動について、社会貢献活動災害補償制度を継続し、

主催者及び参加者の傷害等に対応する体制を維持するとともに、必要に応

じ、実態に即した制度内容に見直します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ 

ｂ 
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（２）情報提供のあり方 （２）情報提供のあり方 （２）情報提供のあり方 （２）情報提供のあり方 

 

市市市市市市市市のののののののの機機機機機機機機関関関関関関関関はははははははは、、、、、、、、市市市市市市市市民民民民民民民民公公公公公公公公益益益益益益益益活活活活活活活活動動動動動動動動のののののののの情情情情情情情情報報報報報報報報発発発発発発発発信信信信信信信信にににににににに協協協協協協協協力力力力力力力力すすすすすすすするるるるるるるるととととととととととととととととももももももももにににににににに、、、、、、、、        

        

個個個個個個個個人人人人人人人人情情情情情情情情報報報報報報報報保保保保保保保保護護護護護護護護にににににににに留留留留留留留留意意意意意意意意ししししししししななななななななががががががががらららららららら、、、、、、、、必必必必必必必必要要要要要要要要なななななななな情情情情情情情情報報報報報報報報をををををををを提提提提提提提提供供供供供供供供ししししししししてててててててていいいいいいいいききききききききまままままままますすすすすすすす。。。。。。。。        

 

 

 a. 市民公益活動の市民等への情報提供             市の機関の取組   

 

 

［現状］○公益性の高い活動（共催・後援事業等）については、可能な範囲内で、広

報たはらや市ホームページ、ＳＮＳ等で紹介するとともに、自治会を通じた

回覧・配布文書、公共施設等でのポスター掲示により、市民へのＰＲに協力

しています。 

    ○市民活動支援センターを媒介として、支援センターホームページ、広報た

はら等で市民活動団体等の取組を紹介しています。 

 

［今後の取組］ ○市民等への市民公益活動の情報提供について、市民活動支援セン

ターが主体となり、広報活動を行うとともに、より市民活動への期待や関

心が集まるような紹介の仕方を工夫します。 

 

 

 

 a. 行政情報の提供                      市の機関の取組  

 

 

［現状］○市で把握できる市民活動団体に有益な国県等の情報は、出来る限りお知ら

せするようにしています。 

○市が保有する住民情報等は、個人情報保護法・条例の取扱基準に従う必要が

あり、現状として市民活動団体には提供していません。 

○市が保有する住民情報等については、個人情報保護法・条例の取扱基準に配

慮しながら、自治会が行う住民福祉向上活動に対して、閲覧制度等を設けて

います。 

 

［今後の取組］ ○法の範囲で現状の閲覧制度等を維持・改善しながら、市民活動団

体の活動情報や国県市などの各種支援施策の積極的な伝達や市が保有す

る住民情報の提供の是非を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ 

ｂ 
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（３）人的・財政的支援等のあり方 （３）人的・財政的支援等のあり方 （３）人的・財政的支援等のあり方 （３）人的・財政的支援等のあり方 

 

市市市市市市市市のののののののの機機機機機機機機関関関関関関関関はははははははは、、、、、、、、市市市市市市市市民民民民民民民民公公公公公公公公益益益益益益益益活活活活活活活活動動動動動動動動にににににににに対対対対対対対対ししししししししてててててててて、、、、、、、、人人人人人人人人的的的的的的的的、、、、、、、、財財財財財財財財政政政政政政政政的的的的的的的的、、、、、、、、そそそそそそそそのののののののの他他他他他他他他のののののののの必必必必必必必必要要要要要要要要なななななななな支支支支支支支支援援援援援援援援をををををををを行行行行行行行行いいいいいいいいまままままままますすすすすすすす。。。。。。。。        

 

 

 a. 市民公益活動への人的支援                 市の機関の取組  

 

 

［現状］○人材育成に役立つ講演会・講座等の開催、市民活動支援センターによる活

動相談やまちづくりアドバイザー（担当職員）の派遣等による相談業務を行

っています。 

 

［今後の取組］ ○市の機関の職員等が各種団体に参加する機会をできるだけ多く設

け、市民等と市役所の相互理解や信頼の構築を進めるとともに、自らの見

識の向上も図ります。 

    ○事業担当課だけでなく、全課室がさまざまな分野の市内市民活動の状況を

把握し、市役所全体で連携し、市民公益活動を支援します。 

 

 

 

 a. 市民公益活動への財政的支援                市の機関の取組  

 

［現状］○地域コミュニティ団体や各分野の団体に対して、市の施策の推進に関連し

た補助金が支出されています。 

 

［今後の取組］ ○“市民の手”によるまちづくりを推進するため、市民協働まちづ

くり基金を活用した市民公募型補助事業を継続し、効果的な支援を目指

します。 

    ○より利用しやすい補助制度とするため、募集スケジュールや申請手続き、

審査方法の改善を図ります。 

 

 

 

 a. 市民公益活動へのその他の支援               市の機関の取組   

 

［現状］○田原市後援等取扱要綱に基づき、市の施策に合致する市民公益活動（イベ

ント等）については、共催又は後援し、施設利用料の減免や活動のＰＲに取

り組んでいます。 

 

［今後の取組］ ○引き続き、共催・後援等の承認を行い、優良活動表彰制度や公的

認証制度の検討など市民公益活動の促進策に取り組みます。また、市民ニ

ーズを把握し、必要となっている市民公益活動を活性化させるための支援

メニューを検討します。 

 

 

 

ａ 

ｂ 

ｃ 
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（４）市民間協働の支援のあり方 （４）市民間協働の支援のあり方 （４）市民間協働の支援のあり方 （４）市民間協働の支援のあり方 

 

市市市市市市市市のののののののの機機機機機機機機関関関関関関関関はははははははは、、、、、、、、市市市市市市市市民民民民民民民民同同同同同同同同士士士士士士士士のののののののの協協協協協協協協働働働働働働働働がががががががが進進進進進進進進むむむむむむむむよよよよよよよよううううううううにににににににに、、、、、、、、交交交交交交交交流流流流流流流流のののののののの場場場場場場場場・・・・・・・・機機機機機機機機会会会会会会会会をををををををを設設設設設設設設けけけけけけけけてててててててていいいいいいいいききききききききまままままままますすすすすすすす。。。。。。。。        

 

（再掲） 

 

 a. 市民間協働の促進のための支援               市の機関の取組  

 

 

［現状］○市の機関は、市民公益活動における市民等の連携を進めるため、市民活動

支援センターの設置や活動をＰＲするイベント「しみんのひろば」の開催を

支援しています。 

 

［今後の取組］ ○市民公益活動における連携の意向（他の団体に対する協力要請等）

や実現状況を把握するとともに、連携・協力・支援が進められるように情

報ネットワークの形成や活動・人材情報の把握・提供に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ａ 
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■指針その５ 地域コミュニティ活動の振興          

 

まちづくりの基礎となる地域コミュニティ団体を まちづくりの基礎となる地域コミュニティ団体を まちづくりの基礎となる地域コミュニティ団体を まちづくりの基礎となる地域コミュニティ団体を 

みんなで活発にしていきます。 みんなで活発にしていきます。 みんなで活発にしていきます。 みんなで活発にしていきます。 

 

（１）地域コミュニティ団体の振興のあり方 （１）地域コミュニティ団体の振興のあり方 （１）地域コミュニティ団体の振興のあり方 （１）地域コミュニティ団体の振興のあり方 

 

地地地地地地地地域域域域域域域域ココココココココミミミミミミミミュュュュュュュュニニニニニニニニテテテテテテテティィィィィィィィ団団団団団団団団体体体体体体体体ををををををををみみみみみみみみんんんんんんんんななななななななでででででででで活活活活活活活活発発発発発発発発ににににににににししししししししてててててててていいいいいいいいききききききききまままままままますすすすすすすす。。。。。。。。        

 

① 市民・市民活動団体・事業者の参加 ① 市民・市民活動団体・事業者の参加 ① 市民・市民活動団体・事業者の参加 ① 市民・市民活動団体・事業者の参加 

 

 a. 市民の加入・活動参加                     市民の取組  

 

 

 

［現状］○市民は、地元の自治会（区、町内会等）に所属し、その互助活動に参加す

ることによって生活に身近な課題に対処するとともに、コミュニティ協議会

の活動における役割に従事したり、関心のある行事等に参加したりしていま

す。 

○近年、アパート居住者等に、これらの活動に参加しない市民もいるため、

役割分担やルールの不徹底等の問題が生じています。そこで、事業者や行

政と連携し、市民の自治会加入促進を図っています。 

○近年の人口減少、少子高齢化の進行、地域活動への関心の低下、ライフス

タイルの多様化等により、地域活動の運営の担い手、活動の担い手確保が

困難となってきている地域もあります。 

 

 

［今後の取組］ ○市民が生活する地域への愛着と誇りを持ち、互いに助け合うこと

の必要性とそれぞれが果たすべき責任を認識しつつ、身近な自治会やコミ

ュニティ協議会の活動に参加し、自らができることに取り組みます。 

 

 

 b. 市民活動団体の加入・活動参加             市民活動団体の取組  

 

 

［現状］○従来から存在する互助的な市民活動団体は、その所在地域の自治会やコミ

ュニティ協議会の構成員として、さらに協力団体として活動に参加していま

すが、その状況は地域ごとで異なっています。 

○ボランティア団体やＮＰＯ等の新たな市民活動団体は、その活動が認知され

ていないため、自治会やコミュニティ協議会の構成員になることは少ないの

が現状です。 

○地域活動の運営の担い手、活動の担い手として、ボランティア団体やＮＰＯ

等の市民活動団体は、自治会やコミュニティ協議会との連携や参加が期待さ

れています。 

 

［今後の取組］ ○市民活動団体の構成員が属している地元の地域コミュニティ団体

に、加入又は活動参加することにより、団体への理解・協力を得ながら、

相互に連携し合う関係を構築し、自らができることに取り組みます。 

ｂ 

ａ 

田原市地域コミュニティ振興計画の改

定に合わせて、指針その５は変更の可

能性があります。 
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 c. 事業者の加入・活動参加                   事業者の取組  

 

 

 

［現状］○事業者は、事務所や工場等の所在地域の自治会等に出来る範囲で協力（賛

助会費負担、場所や器材の提供等）しています。また、農業者の場合、地域

環境に大きな影響があることから、関係団体の役員などが地域コミュニティ

団体の構成員となっているケースもあります。 

○地域活動の運営の担い手、活動の担い手として、事業者は、自治会やコミュ

ニティ協議会との連携や参加が期待されています。 

 

［今後の取組］ ○事業者として、可能な範囲で関わりのある地域コミュニティ団体

に加入し、活動参加に取り組みます。 

 

 

② 市の機関の支援 ② 市の機関の支援 ② 市の機関の支援 ② 市の機関の支援 

 

 a. 地域コミュニティ団体の振興策               市の機関の取組  

 

 

 

［現状］○平成 18 年度に策定した田原市地域コミュニティ振興計画を、平成 29 年度

に改定し、コミュニティ担当課において連絡の調整や活動の支援を行ってい

ます。 

 

［今後の取組］ ○市は、地域コミュニティのあり方の検討、まちづくり計画の改定

支援、活動拠点の充実、補助金等支援制度・委託業務の最適化など、地域

コミュニティ振興計画に掲げる取組の実現に努めます。 

○地域コミュニティ団体が抱える課題の解決や、地域活動の担い手育成等、支

援体制の構築を図ります。 

 

 

 

 b. 地域コミュニティ団体の意見の反映             市の機関の取組  

 

 

［現状］○地域に影響の大きい市の施策は、計画・実施に際し、コミュニティ協議会

や自治会を対象とする説明会を開催して、地域住民の意見を把握しながら

進めています。 

 

［今後の取組］ ○市の施策において、地域への影響や関わりが大きなものについて

は、自治会やコミュニティ協議会等で民主的な方法で集約された地域の意見に

配慮しながら進めていきます。 

また、市全体のまちづくりの実現に留意しつつ、まちづくり推進計画等に

おける地域の取組方針に配慮します。 

 

 

 

 

 

 

ｃ 

ｂ 

ａ 
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 Ｃ  地域コミュニティ団体の認定制度                  市の機関の取組  

 

 

 

［現状］○田原市市民協働まちづくり条例施行規則に基づいて、基準以上の運営を行ってい

る地域コミュニティ団体を認定（公証）しています。 

    ※認定状況（平成29年4月現在） 

コミュニティ協議会 20協議会 

校区 6校区 

自治会 4自治会 

 

 

［今後の取組］ ○地域コミュニティ団体の活性化の手段の一つとして、田原市市民

協働まちづくり条例施行規則の規定項目について、現状を踏まえて定める

基準以上の運営を行っている地域コミュニティ団体を認定（公証）します。 

 

    

    

(２) 地域コミュニティ団体の取組のあり方 (２) 地域コミュニティ団体の取組のあり方 (２) 地域コミュニティ団体の取組のあり方 (２) 地域コミュニティ団体の取組のあり方 

 

地地地地地地地地域域域域域域域域ココココココココミミミミミミミミュュュュュュュュニニニニニニニニテテテテテテテティィィィィィィィ団団団団団団団団体体体体体体体体はははははははは、、、、、、、、身身身身身身身身近近近近近近近近ななななななななままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりりにににににににに自自自自自自自自主主主主主主主主的的的的的的的的にににににににに取取取取取取取取りりりりりりりり組組組組組組組組んんんんんんんんででででででででいいいいいいいいききききききききまままままままますすすすすすすす。。。。。。。。        

 

 

① 組織体制の改善 ① 組織体制の改善 ① 組織体制の改善 ① 組織体制の改善 

 

 a. 組織の見直し                   地域コミュニティ団体の取組  

 

 

 

［現状］○自治会は過去の経緯によって形成されており、規模も形態も様々となって

います。校区、コミュニティ協議会は、ある程度の部分は市から提示された

形式にそって形成されています。 

    ○平成23年度には田原市地域コミュニティ連合会が発足し、より自主的な地

域活動が展開されています。 

 

［今後の取組］ ○地域コミュニティ団体への期待に応えるため、市との協働関係や

地域コミュニティ団体の機能分担等を考慮し、最適な組織体制を検討し、

それぞれの組織の改善に取り組みます。 

○地域活動の担い手が不足する中、将来を見据えた持続可能な組織作りに取り

組みます。 

 

 

ａ 

ｃ 
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② 市民等の参加機会の確保 ② 市民等の参加機会の確保 ② 市民等の参加機会の確保 ② 市民等の参加機会の確保 

 

 a. 加入・参加の拡大                地域コミュニティ団体の取組  

 

 

 

 

［現状］○自治会は、世帯単位の加入となっていますが、アパート居住者等を中心に

未加入者が増加する傾向にあり、市街地中心部で加入率が低下しています。 

○地域コミュニティ連合会では、転入・転居者向けに自治会加入促進リーフ

レットを作成し、自治会加入促進を図っています。 

○総会やイベント等の活動は地域によって異なり、その参加状況も地域によ

って異なっています。 

 

［今後の取組］ ○市民等に地域コミュニティ団体の運営ルールや活動状況を公開・

周知し、新たな加入・参加の促進に取り組みます。 

○若者、女性、高齢者等、様々な年齢層が能力を活かせる場を提供し、新たな

人材の育成・確保に取り組みます。 

 

 

③ 課題対処等の取組 ③ 課題対処等の取組 ③ 課題対処等の取組 ③ 課題対処等の取組 

 

 a. 地域課題の対処                 地域コミュニティ団体の取組  

 

 

 

［現状］○地域コミュニティ団体のそれぞれが役割分担しながら生活に身近な課題に

対処していますが、住民のライフスタイルやニーズが多様化するとともに、

担い手不足が問題となっています。 

 

［今後の取組］ ○自助（自ら取り組む）・共助（自らできないことを隣近所や自治会

等で取り組む）・公助（共助で対応できないことを行政で取り組む）による

補完性の原理を基本に、地域住民の相互理解に基づく課題対処に取り組み

ます。 

○地域特性により異なる様々な地域課題に対応するため、若者を始め地域以外

の住民や企業、地域にない知識や技能を持つ者の視点を取り入れます。地

域で活動する多様な団体との連携、事業化の検討等、従来の概念にとらわ

れず、地域経営の視点を持ち課題対処に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ 

ａ 
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 ④ 関係団体との連携  ④ 関係団体との連携  ④ 関係団体との連携  ④ 関係団体との連携 

 

 a. 地域コミュニティ団体との連携          地域コミュニティ団体の取組   

 

 

［現状］○コミュニティ協議会の連絡調整の場として田原市地域コミュニティ連合会

が開催されています。  

○中学校区単位では、東部中学校区で連携する組織（田原市東部太平洋岸総

合整備促進協議会）、伊良湖岬中学校区で連携する組織（田原市西部表浜地

域環境整備協議会）が設置され、市と連携しながら地域課題への対応を進

めています。 

○福江地区まちづくりビジョンの具現化を図るため、清田・福江校区による

清田・福江校区まちづくり推進協議会を設立し、地域活性化の取組を行っ

ています。 

 

［今後の取組］ ○地域課題の対処にあたり、必要に応じて隣接又は関連する地域コ

ミュニティ団体と連携し、互いの役割・立場を理解しながらまちづくり

を進めます。 

 

 

 

 b. 地域の各種団体との連携             地域コミュニティ団体の取組  

 

 

［現状］○子ども会や老人クラブ等の従来型の団体は、地域コミュニティ協議会の構

成員となるなど連携が見られます。また、新たに発足したＮＰＯ等と連携し

て地域活性化に取組むケースも見られます。 

 

［今後の取組］ ○地域課題への対応とともに、地域活動の担い手確保のため、専門

分野で活動するＮＰＯやボランティア団体等の市民活動団体との連携・相

互協力に取り組みます。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ａ 

ｂ 
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⑤ 意見の集約・代表 ⑤ 意見の集約・代表 ⑤ 意見の集約・代表 ⑤ 意見の集約・代表 

 

 a. 意見の把握                   地域コミュニティ団体の取組  

 

 

［現状］○地域コミュニティ団体は、生活に身近な課題について、必要に応じて連絡

機能や会議等を通じ、住民等の意見を把握しています。 

 

 

［今後の取組］ ○住民等が自由に意思表示し、それを民主的にくみ取ることができ

る体制を確保するとともに、その前提として関連事項の情報提供・公開に

取り組みます。 

 

 

 b. 意見の集約・代表                地域コミュニティ団体の取組  

 

 

［現状］○地域コミュニティ団体は、生活に関連する市の施策や事業者の事業等につ

いて、必要に応じて住民意見を集約し、要望や同意等の意思を表明していま

す。 

 

［今後の取組］ ○地域に関する課題の関連情報を収集し、十分に理解した上で、地

域内の様々な意見を掌握し、これらを民主的な方法によって集約したもの

を地域意見として表明します。 

 

ａ 

ｂ 



23 
 

■指針その６ 市民協働まちづくり基金の活用        

 

市民協働まちづくり基金を、市民の連帯、地域振興、市民公益活市民協働まちづくり基金を、市民の連帯、地域振興、市民公益活市民協働まちづくり基金を、市民の連帯、地域振興、市民公益活市民協働まちづくり基金を、市民の連帯、地域振興、市民公益活

動の活性化に、みんなで有効活用していきます。 動の活性化に、みんなで有効活用していきます。 動の活性化に、みんなで有効活用していきます。 動の活性化に、みんなで有効活用していきます。 

 

（１）基金管理のあり方 （１）基金管理のあり方 （１）基金管理のあり方 （１）基金管理のあり方 

 

現現現現現現現現在在在在在在在在又又又又又又又又はははははははは今今今今今今今今後後後後後後後後のののののののの市市市市市市市市民民民民民民民民公公公公公公公公益益益益益益益益活活活活活活活活動動動動動動動動のののののののの資資資資資資資資金金金金金金金金をををををををを確確確確確確確確保保保保保保保保すすすすすすすするるるるるるるるたたたたたたたためめめめめめめめのののののののの基基基基基基基基金金金金金金金金をををををををを適適適適適適適適正正正正正正正正にににににににに管管管管管管管管理理理理理理理理しししししししし、、、、、、、、        

寄寄寄寄寄寄寄寄付付付付付付付付のののののののの増増増増増増増増加加加加加加加加にににににににに取取取取取取取取りりりりりりりり組組組組組組組組みみみみみみみみまままままままますすすすすすすす。。。。。。。。        

 

 

 a. 合併特例債積立部分の管理・運用              市の機関の取組  

 

［現状］○市の合併に対する国の支援として用意された手法（合併特例債による借入）

を中心に原資を積み立てているため、この部分の取崩しは原則的にできま

せん。 

 

［今後の取組］ ○原資を定期預金等で運用し、その運用益によって市民のネットワ

ークの構築、地域振興及び市民公益活動の促進を図っていきます。 

    ○経済情勢や市の財政状況に応じて、原資を含めて、まちづくりのために活

用していきます。 

 

 

 

 b. 一般寄付等による積立部分の確保・運用           市の機関の取組  

 

 

 

［現状］○この基金は市民等の寄付による積み立ても出来るため、市民公益活動の支

援財源を確保するため、寄付金の募集を市民に周知しています。 

 

［今後の取組］ ○一般寄付等によって積み立てられた原資は、取り崩して使うこと

も運用益を利用することも可能であるため、ニーズに応じて振り分け、活

用していきます。 

○ふるさと納税における、寄付の使い道として「地域の助け合い」の応援を

指定した寄付金は、地域助け合いのために運用していきます。 

 

 

 

 

ｂ 

ａ 
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（２）基金運用益等の活用のあり方 （２）基金運用益等の活用のあり方 （２）基金運用益等の活用のあり方 （２）基金運用益等の活用のあり方 

 

みみみみみみみみんんんんんんんんなななななななながががががががが必必必必必必必必要要要要要要要要とととととととと考考考考考考考考ええええええええるるるるるるるる市市市市市市市市民民民民民民民民公公公公公公公公益益益益益益益益活活活活活活活活動動動動動動動動にににににににに、、、、、、、、基基基基基基基基金金金金金金金金のののののののの運運運運運運運運用用用用用用用用益益益益益益益益をををををををを活活活活活活活活用用用用用用用用ししししししししてててててててていいいいいいいいききききききききまままままままますすすすすすすす。。。。。。。。        

 

 

 a. 市の機関が実施する関係事業への基金運用益等の充当     市の機関の取組  

 

［現状］○基金運用益は、市が市民活動を振興するために設置している市民活動支援

センターの事業費用及び下記の各種補助制度等に活用しています。 

・平成２１年度 「市民協働まちづくり事業補助制度」 

「新規団体・人材養成支援制度」 

・平成２２年度  「市民提案型委託制度」 

・平成２６年度 「市民活動チャレンジ支援補助金」 

 

［今後の取組］ ○毎年度の発生する基金運用益等は、設置目的（市民のネットワー

クの構築、地域振興及び市民公益活動の促進）に即して、まず、市民公益

活動（公募）の補助経費に充当し、残額は基金の目的に即して実施される

市の関係事業の財源又は基金積み立てに利用します。 

 

 

 

 b. 基金運用益等を活用した市民公益活動の支援         市の機関の取組  

 

 

 

［現状］○基金の運用益を活用し、市民協働まちづくり事業補助金等を設け、市民活

動を支援しています。 

         

 

［今後の取組］ ○市民公益活動の活性化や協働意識の向上のため、基金の運用益を

活用した支援制度等を見直し、さらなる充実化を図ります。 

○市民公募型支援制度の積極的な活用が図られるよう、制度の改善や効果的

な制度紹介を行うとともに、新たな市民公益活動が生まれるような方策に

ついて検討します。 

○補助採択事業で公益性の高い活動と認められた事業については、各事業担

当課において個別支援制度の創設を検討します。 

 

 

 

ａ 

ｂ 
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第５章   市民協働まちづくり会議の運営〔条例第20条〕 

 

（１） 運営方法 （１） 運営方法 （１） 運営方法 （１） 運営方法 

条例及び施行規則等に基づき、市民協働まちづくり会議を運営します。 

 

① 会議の委員 ① 会議の委員 ① 会議の委員 ① 会議の委員 

○公募市民、市民活動団体の関係者、事業者団体の関係者、市の機関に属する者、学識

経験者等の市長が選任する15人以内の委員で構成し、任期は2年間です。 

    

② 会議の運営 ② 会議の運営 ② 会議の運営 ② 会議の運営 

○会長、副会長は委員の互選により決定し、会長は、会議の代表、会務の総理、会議の

招集等を務めます。 

 

③ 会議の開催 ③ 会議の開催 ③ 会議の開催 ③ 会議の開催 

○年2 回を定例会とし、必要に応じて臨時会を開催します。 
 
 

（２） 協議事項 （２） 協議事項 （２） 協議事項 （２） 協議事項 

この会議は、次の３つの区分を協議事項とします。 

 

① 田原市市民協働促進方針の策定・改定等 ① 田原市市民協働促進方針の策定・改定等 ① 田原市市民協働促進方針の策定・改定等 ① 田原市市民協働促進方針の策定・改定等 

○方針の策定…… 市民、市民活動団体、事業者及び市の機関が、権利義務・役割を認

識し、相互理解と信頼のもとに、参加と協働によるまちづくりを推

進するため、本市の現状を踏まえた一定期間の取組方針を検討しま

す。 
○状況確認……  協働促進方針に掲げる「取組の進捗」及び「目標達成等」の状況を

確認・評価します。 

○方針改定…… 取組の実現状況等を踏まえ、協働促進方針の改定を検討します。 
 

② 協働促進方針に関わる施策の検討 ② 協働促進方針に関わる施策の検討 ② 協働促進方針に関わる施策の検討 ② 協働促進方針に関わる施策の検討 

○行政参加と協働の促進に関する施策 

○市民公益活動における協働の促進に関する施策  

○市民公益活動の支援に関する施策 

○地域コミュニティ振興に関する施策（支援・認定基準） 

○基金活用の施策（運用益等活動支援） 

 

③ その他の必要事項の調整 ③ その他の必要事項の調整 ③ その他の必要事項の調整 ③ その他の必要事項の調整 

 

○その他協働に関する調整事項、その他委員提案等 
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 第６章  方針の評価                

 

田原市の現状を把握し、この方針をより良いものに改善するためには、取組状況を確認・評

価する必要があります。 

 

（１） 取組状況の把握 （１） 取組状況の把握 （１） 取組状況の把握 （１） 取組状況の把握 

 

この方針改訂から10年後となる平成39年度に、方針の各項目に関する市民、市民活動

団体、事業者及び市の機関の取組の状況を収集し、整理します。しかし、社会情勢の変化

によっては、この限りではありません。 

 

（２） 評価の実施 （２） 評価の実施 （２） 評価の実施 （２） 評価の実施 

 

方針各項目に関する取組状況から、各方針等に対する達成度や有効性・課題等を分析・

評価し、改善策を検討し、方針改定に反映させます。 

 



1 
 

 

田原市の市民協働まちづくり方針素案 

検討資料 ≪第１章～第３章≫ 

第１章 取組の背景と現状 

≪確認事項①≫ 社会環境変化の整理（Ｈ２４年度改定時～現在） 

年次 社会の動向（関連分） 要約 

平成２６年～ 

（２０１４

～） 

地方創生 

 

（人口減少社会への対応） 

・地方創生は、平成２６年９月の第２次安部

内閣改造発足時に掲げられた国の政策です。

急激な少子高齢化、人口減少社会に対応し、

わが国の社会経済活動を維持するために、人

や資源の東京一極集中是正と、人口維持、増

加を柱とした地方の活性化を図るものとされ

ています。 

・平成２８年３月、田原市においても、産学

官金労言の連携により、「田原市人口ビジョ

ン」及び「田原市まち・ひと・しごと創生総

合戦略」を策定し、地方創生に取り組んでい

ます。 

・「田原市人口ビジョン」では、２０４０年（平

成５２年）の人口として６万人以上を目指し

ています。なお、平成２７年の国勢調査によ

れば、田原市の人口は 62,364 人で、平成１７

年を境として減少に転じています。 

平成２７年 

（２０１５） 

東三河広域連合の設立 

・少子高齢化・人口減少の進行による社会変

化に対応するため、東三河８市町村は、連携

して課題克服に取り組むため、特別地方公共

団体「東三河広域連合」を設立しました。 

・東三河の「地域力」と「自立力」を高めな

がら、新たな時代に対応できる持続可能な地

域づくりを目指しています。 

平成２７年 

（２０１５） 

田原市市民協働まちづくり

条例一部改正 

伊良湖小、堀切小、和地小の統合の実施に伴

い、田原市市民協働まちづくり条例が一部改

正されました。 

資料３  
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平成２８年 

（２０１６） 

ニッポン一億総活躍プラン 

 

(地域共生社会の実現) 

・平成２８年６月に閣議決定された「ニッポ

ン一億総活躍プラン」において、子供・高齢

者・障害者など全ての人々が地域、暮らし、

生きがいを共に創り、高め合うことができる

「地域共生社会」の実現が、掲げられていま

す。地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え

合いながら、自分らしく活躍できる地域コミ

ュニティを育成し、福祉などの地域の公的サ

ービスと協働して助け合いながら暮らすこと

のできる仕組みを構築するものとされていま

す。 
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≪確認事項②≫ 市民協働の制度 

年次 取組経過 概要 

平成２０年 

（２００８） 

市民協働まちづくり基金創設 

（市）継続 

・市民の連携強化、地域振興、市民公益

活動の促進を図ることを目的に設置さ

れた基金。当初５億円で積み立て、平成

２２年度に５億円増資して１０億円と

なっています。運用益は、市民協働の各

種促進事業に充てられています。 

平成２１年 

（２００９） 

市民協働まちづくり事業補助金創設 

（市）継続 

・市民活動団体の自立を促し、活動目的

を達成するため、市民活動団体が提案す

る公益性の高い活動に対して、必要経費

の一部を補助する制度です。 

新規団体・人材養成活動支援制度創設 

（市）継続 

・市民公益活動に参加する市民の裾野を

拡大するとともに、活動を担っている市

民の知識・技能の向上を図るため、市民

活動団体の行う事業に対して必要経費

の一部を補助する制度です。 

平成２２年 

（２０１０） 

市民提案型委託制度創設 

（市）継続 

・行政が実施すべき性質の市民サービス

や管理業務などについて、効率的な事業

を提案した団体が市と委託契約を結ぶ

ものです。市民協働により事業実施する

ことにより、少ない経費で高い効果を得

ることが期待され、一層の市民サービス

の向上を目指すもので、市から事業を提

示する「テーマ提示型」と、団体が自由

に提案する「自由テーマ型」があります。 

平成２４年 

（２０１２） 

市民活動向上事業補助金創設 

（市）Ｈ２７廃止 

・市民活動団体の連携強化・担い手のス

キルアップを支援するため、市民活動団

体が企画・実施する事業（講座や団体間

の連携促進を図る事業）に対して、必要

経費の一部を補助する制度です。 

平成２６年 

（２０１４） 

市民活動チャレンジ補助金創設 

（市） 

・市民活動の担い手を増やし、地域の活

性化につなげることを目的として、青年

層の市民による公益活動を支援する制

度です。 
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≪確認事項③≫ 市民活動団体・事業者の状況 

種別 現状 Ｈ２９の状況 Ｈ２５の状況 

地域コミュニティ

団体 

市民協働まちづくり条例において、まち

づくりの基礎的団体と位置付けられてい

る市民活動団体。地域に関わる諸課題に

取り組む最も身近な団体。地域コミュニ

ティごと、又は連携して自主的な活動を

しています。 

・コミュニティ

協議会 

 ２０団体 

・自治会 

 １０６団体

（連合会除く） 

    

・校区コミュニ

ティ協議会 

 ２０団体 

・自治会 

 １０６団体

（連合会除く） 

    

特定非営利法人（Ｎ

ＰＯ） 

特定の公益的・非営利活動を行うことを

目的とする法人。市内では、福祉や環境

保全分野で活動している団体が多くなっ

ています。 

・１８団体 

 

・１増１減 

・微増（１８団

体） 

・既存団体のネ

ットワークも見

られる（震災関

連） 

ボランティア 

数多くのボランティア団体が、福祉・生

涯学習・まちづくり・文化・スポーツ・

環境保全・災害救援・子育て・男女共同

参画などの分野で活動しています。 

・登録団体 

 ９８団体 

（一部ＮＰＯ含

む） 

・登録団体 

 ６８団体 

（一部ＮＰＯ含

む） 

地域活動団体 

主に自治会やコミュニティ協議会を単位

に、地域における青少年健全育成、健康

づくり、お祭り、親睦などの活動を多く

の団体が行っています。 

・子ども会、老人クラブ、消防団、ＰＴ

Ａ、スポーツ少年団、各種サークル、祭

りの会、ママの会、里山保全の会など 

・従来型団体は

衰退傾向 

・地域の愛着を

醸成する活動団

体が増加 

・従来型団体は

衰退傾向 

・絆づくりの女

性団体などが芽

吹きはじめた 

事業者 

事業者が地域社会の一員として自ら市民

公益活動に取り組んでいます。活動内容

は、美化活動、各種教室、交流会、キャ

ンペーン、お祭り、イベントなど多種多

様です。近年では東日本大震災や熊本地

震への支援活動などに関わる事業者が多

く見られます。 

・医療系団体、農業者団体、商工業・観

光団体、社団法人、各種組合 など 

・増加・浸透 

・事業者が連携

して会社周辺の

清掃活動を定期

的行っている。 

・増加・浸透 

・定例的な取組

だけでなく、災

害への支援活動

が目立ってきた 
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その他団体 

スポーツや文化などの社会教育団体等

が、それぞれの目的に応じた市民活動に

取り組んでいます。 

・体育協会（下部に２４協会が所属） 

・文化協会（２１部門に１０６団体が所

属） 

・体育協会は１

部門減少 

・文化協会は 

１１団体減少） 

・文化協会は１

部門増加（所属

団体数は８減

少） 

 

≪確認事項④≫ 市民公益活動における協働の状況 

項目 内容 Ｈ２９の状況 Ｈ２５の状況 

しみんのひろば 

田原市民や市民活動団体の活動発表、

情報交換、交流等を促進するためのイ

ベントを年１回開催しています。    

・市民提案型委託制度（テーマ提示型） 

・Ｈ２８年度参加団体 ４１団体 

・団体数は増

加している。    

    

・団体数は横ば

い傾向だが、年

齢層など参加

層が拡大 

・３２団体 

・H23年度から

市民の手で主

催 

田原市民活動支援セ

ンター 

市民協働促進のため平成１９年度に

田原文化会館内へ設置。市民活動に関

する相談受付やアドバイス、団体間の

交流促進などを支援しています。 

主な活動内容 

・相談業務（火/13:00～18:00、 

 土/12:00～17:00） 

・市民活動だより発行（年１回） 

・広報記事連載（毎月１回・１／２頁） 

・ＳＮＳを利用した情報発信    

・直営から市・直営から市・直営から市・直営から市

民提案による民提案による民提案による民提案による

協働体制に変協働体制に変協働体制に変協働体制に変

更（Ｈ２９～）更（Ｈ２９～）更（Ｈ２９～）更（Ｈ２９～）    

・委託から直営

に変更（Ｈ２２

～） 

    

ボランティアセンタ

ー 

（田原市社会福祉協

議会） 

愛知県社会福祉協議会の要請に基づ

き昭和５３年に設置。市内ボランティ

ア活動に対する助成と連絡調整を行

っています。 

主な活動内容 

・福祉のつどい開催（年１回・社協主

催） 

・ボランティア養成講座開催 

・登録業務、ボランティアコーディネ

ート 

・ボランティアルームの管理 

・機器の貸出し、活動補助 

・ボランティア保険の受付 など    

・継続 ・継続 



6 
 

中

間

支

援

団

体

 

ボランティア連

絡協議会 

ボランティアセンターに登録の団

体・個人の協議会。社会福祉協議会

が事務局機能を担っています。 

・継続 ・継続 

あつみＮＰＯネッ

トワーク 

市民活動団体のネットワーク組織。

市民主体で運営し、イベント開催や

会報発行等を行っています。 

・継続 ・継続 

たはら市民活動応

援隊 

・市民活動団体を後方支援する団体。

田原市民活動支援センターの業務を田原市民活動支援センターの業務を田原市民活動支援センターの業務を田原市民活動支援センターの業務を

受託受託受託受託し、市民活動団体と行政などが

連携して市民活動の推進の一躍を担

う。 

・新規 ・新規 ・新規 ・新規 

・Ｈ２９．５

～ 

－ 

ＮＰＯ法人たはら

広場 

田原市文化会館と田原市中央図書館

を拠点とする市民活動支援組織。 

教育委員会（図書館）と協働で図書

館資料のサスティナブル活用を自主

企画運営しています。 

・認証・新規 

（ H15.10.31

法人承認済） 

－ 

東三河市民活動推進協議

会 

東三河５市が構成員となり、東三河

地域の市民活動を支援しています。 

主な活動内容 

・どすごいネット 

 市民活動団体、イベント、ボラン

ティア募集等の情報を掲載するサ

イト 

・どすごい交流会（年１回開催） 

 どすごいネット登録団体等の情報

交換や交流促進を図るイベント 

・継続 ・継続 
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≪確認事項⑤≫ 市の協働関連施策の主な実施状況（抜粋） 

１．施策立案等における市民参加の状況（条例第９条第２項） 

項目 内容 Ｈ２９の状況 Ｈ２５の状況 

公募委員等の採用 

総合計画や各分野の基本計画の策

定、特定の地域づくり会議等への市

民参加を、公募や推薦等により促し

ています。 

 

・継続・定着 

・Ｈ２８は６事

業で公募 

・継続・定着 

・Ｈ２４は４事

業で公募 

パブリックコメント 

基本的計画等を策定する際、事前に

案を公表し広く市民の意見を募集す

る制度です。 

    

・継続 

・Ｈ２８は１１

件 

・継続 

・Ｈ２４は７件 

・意見数増減あ

り 

アンケート調査 

総合計画の実施状況を把握する市民

意識調査や各分野のアンケート調査

で市民意識等を把握しています。 

 

・継続 

・主な調査実績 

８件 

（H25-H28） 

・継続 

・主な調査実績 

１７件 

（H20-H23） 

市民の声 

市民の声取扱要綱を設置し、提言箱

やインターネットで市への提案・意

見を募集しています。 

・市民提言箱／全８公共施設 

・電子メール／市ＨＰフォーム 

・提言概要をＨＰで公開 

・全校区市民館に提言箱を設置 

・継続 

・提言受付媒体

を順次拡大 

 

２．行政活動における協働の推進状況（条例第９条第３項） 

項目 内容 Ｈ２９の状況 Ｈ２５の状況 

事業の共催・後援 ・事業共催 ・事業後援 ・継続 ・継続 

実行委員会 

・田原市民まつり、トライアスロン

伊良湖大会、渥美半島菊花大会、中

部実業団駅伝大会 など 

・継続 ・継続 

大会ボランティア募

集 

・トライアスロン伊良湖大会 

・中部実業団駅伝大会 

・継続 ・新規 

指定管理者制度 

・公募によるもの ９件（H29現在) 

・任意指定によるもの ３２件（H29

現在） 

・継続・拡大 

・継続・拡大 

・公募 ７件 

・施設３２件 
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市民活動団体への委

託 

・市民提案型委託制度 

・継続 

0 件（H25） 

１件（H26） 

１件（H27） 

2 件（H28） 

・継続 

１件（H22） 

１件（H23） 

１件（H24） 

 

 

・その他ＮＰＯ・市民活動団体等へ

の委託 

  

27 件（H28） 27 件（H24） 

市民活動団体活動支

援 

・市民協働まちづくり事業補助金 

・新規団体・人材養成活動支援制度 

・継続 ・継続 

その他 

・広報サポーター(市民記者)公募

H20～ 

・アダプトプログラム(道路、公園、

河川等の清掃・美化活動) 

・ベジエール渥美（H26-野菜ソムリ

エの資格取得者）渥美半島の農産物

の魅力を発信する応援隊が発足。学

校、保育園などで食育活動、イベン

トでの農産物ＰＲ活動を行ってい

る 

・継続 

 

・継続 

 

・新規 ・新規 ・新規 ・新規 

・継続 

 

・継続 

 

   － 

３．市民公益活動支援の状況（条例第１１条～第１３条） 

（１）活動環境の整備（第１１条） 

項目 内容 Ｈ２９の状況 Ｈ２５の状況 

公共施設整備 

市民公益活動の活動拠点となる公

共施設の整備・維持管理を行ってい

ます。    

・文化会館、図書館、総合体育館、

運動公園、福祉センター、市民館 

 

・継続 ・継続 

施設利用 

・利用料免除（共催：全額 後援：

1/2） 

・施設利用受付（早期受付） 

    

・継続 ・継続    

保険制度 

市民公益活動の際の事故等に対し

て保険に、市の負担により加入して

います。    

・社会貢献活動災害補償制度 

・継続 ・継続 
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（２）情報の提供（第１２条） 

項目 内容 Ｈ２９の状況 Ｈ２５の状況 

活動に関する情報の

発信 

・市民活動支援センターＨＰ（H23-） 

・市民活動だより発行（年１回） 

・広報たはら（毎月１／２頁） 

・市ＨＰ（市民協働のページ等） 

・ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワー

キング・サービス）の活用 

・公共施設へのチラシ等の掲示 

・専用ポータルサイト（どすごいネ

ット） 

・継続・充実充実充実充実 ・継続・充実 

活動に必要な情報の

提供 

・先進事例等の紹介（支援センター） 

・各種助成制度の紹介（広報・ＨＰ

等） 

・継続 ・継続 

 

（３）その他人的支援・財政的支援（第１３条） 

項目 内容 Ｈ２９の状況 Ｈ２５の状況 

職員派遣 

・まちづくりアドバイザー制度

（H18-） 

・継続 ・継続 

人材育成 ・講座、講演等の開催 ・継続 ・継続 

相談窓口 ・市民活動支援センター（H19-） ・継続 ・継続 

補助金の交付 

・市民協働まちづくり事業補助金

（H21-） 

・新規団体・人材養成活動支援制度

（H21-） 

・市民活動チャレンジ補助金（H26-） 

・その他活動団体への補助金 

・継続・新規新規新規新規 ・継続 

地域コミュニティ団

体の活動に対する補

助金の交付 

・コミュニテイ協働助成金 

・地区自治会協働助成金 

・地域づくり活動推進交付金 

・指定活動奨励金 

・継続 ・継続 

地域コミュニティ団

体の施設整備に対す

る補助金の交付 

・地域コミュニティ施設等整備 

・防犯灯施設整備 

・自主防災施設等整備 

・地区集会所等耐震改修 

・継続 ・継続 
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≪確認事項⑥≫ 団体間の連携状況等 

項目 内容 Ｈ２９の状況 Ｈ２５の状況 

しみんのひろば 

参加団体同士の情報交換等コミュ

ニケーションが促進されていま

す。    

・継続 ・継続 

活動情報の提供 

地域コミュニティ団体とＮＰＯ団

体等の連携が進むよう、ＮＰＯ活

動の情報提供をコミュニティ連合

会定例理事会等で行っています。

ＳＮＳにより、団体・公・個人同

士の情報交換が促進されていま

す。    

・継続・充実充実充実充実 ・継続 

調査研究 

田原市地域コミュニティ連合会で

は、地域活動団体の活性化を含め、

様々な地域課題について調査研究

を行っています。    

・継続 ・継続 

田原市民活動支援センタ

ー 

市民協働促進のため平成１９年度

に田原文化会館内へ設置。市民活

動に関する相談受付やアドバイ

ス、団体間の交流促進などを支援

しています。(再掲)    

・継続 ・継続 

ボランティアセンター 

（田原市社会福祉協議

会） 

愛知県社会福祉協議会の要請に基

づき昭和５３年に設置。市内ボラ

ンティア活動に対する助成と連絡

調整を行っています。(再掲)    

・継続 ・継続 

中

間

支

援

団

体 

ボランティア連

絡協議会 

ボランティアセンターに登録の団

体・個人の協議会。社会福祉協議

会が事務局機能を担っています。

(再掲) 

・継続 ・継続 

あつみＮＰＯネッ

トワーク 

市民活動団体のネットワーク組

織。市民主体で運営し、イベント

開催や会報発行等を行っていま

す。(再掲) 

・継続 ・継続 

たはら市民活動応

援隊 

・市民活動団体を後方支援する団

体。田原市民活動支援センターの田原市民活動支援センターの田原市民活動支援センターの田原市民活動支援センターの

業務を受託業務を受託業務を受託業務を受託し、市民活動団体と行

政などが連携して市民活動の推進

の一躍市を担う。(再掲) 

・新規 ・新規 ・新規 ・新規 － 
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ＮＰＯ法人たはら

広場 

田原市文化会館と田原市中央図書

館を拠点とする市民活動支援組

織。 

教育委員会（図書館）と協働で図

書館資料のサスティナブル活用を

自主企画運営しています。 

・認証・新規 

（ H15.10.31

法人承認済） 

－ 
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田原市の市民協働まちづくり方針 

第４章 ６つの指針に関する意見集 

[協働会議及び委員ヒアリング（H2９.７/2４～８/１７）による意見] 

 

◇指針その１（市民等の役割の実現）に関する意見  

（１）市民の取組のあり方 

a 市民公

益 活 動 へ

の参加 

今回の意見 前回の意見 

・自身に興味を持つ分野には参加する

が、興味のない分野に対してはなかなか

参加できない。 

・市民は、各個人に余裕がなく活動に参

加することが難しい。また、どんな活動

が行われているかわからないので参加

が広がらないように感じられる。 

・市民活動に真剣みが感じられず、取り

組みをする気持ちが少ない人が多いと

思われる。 

・役目としてやらなければいけないこと

は理解できるが、自主的となると積極性

に欠ける人が多いように感じられる。 

・イベントや行事に参加・協力する際、

地域の人とのふれあいや絆、楽しさがあ

ることで参加者の拡大と継続につなが

る。 

・市民は各個人に余裕がなく、活動へ参

加することも難しい。市民の現状と市の

求める協働像に差がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料４ 
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（２）市民活動団体の取組のあり方 

a 活動Ｐ

Ｒ・信頼性

の向上 

今回の意見 前回の意見 

・市民が利用している情報供給媒体は

様々である。広報や、ホームページ、Ｓ

ＮＳなどの効果的な情報伝達手段でＰ

Ｒを図る必要がある。 

・市民の必要とする活動をすることが、

信頼性の向上につながる。 

・団体は、定年退職をした人に、退職後

の生きがいを創出するために市民活動

への参加を呼びかける必要がある。 

・何のために市民公益活動をするのかが

理解されていない。 

・市民活動（協働）のＰＲ方法の改善が

必要。文字の説明ではわかりにくいの

で、マンガや動画で説明する。 

・ＳＮＳやインターネットを利用し、日

常的なツールの拡大を図る。 

・ツイッターやフェイスブック等、新しい

ツールでの情報伝達が効果的であり、現代

社会ではこれらを活用して PR を図る必

要がある。 

・団体の活動に対する思いが、一般市民に

はまだまだ理解されておらず、浸透してい

ない。 

・一般市民に意識を芽生えさせるために

は、生活に身近なところでの情報提供、

PR が必要である。 

・団体は、これまでに市民活動を経験した

ことのない人（特に若者）をどう巻き込ん

でいくか手段を考える必要がある。 

・多くの市民活動団体は高齢化や後継者不

足の課題を抱えている。次世代のリーダー

を育てるための取組や PR が必要である。 

 

（３）事業者の取組のあり方 

a 事業活

動 に よ る

社会貢献 

今回の意見 前回の意見 

・事業者は、事業者間の連携・協力で社

会貢献活動を行うことで、地域と事業者

が活性化され、その従業員にも達成感の

効果が表れる。 

・事業者は社会貢献活動を行うことで、自

社の社会的認知・PR につながり、そこか

ら中小企業の存在価値が生まれる。 

b 市民公

益 活 動 へ

の参加・支

援 

 ・PTA や消防団員等の活動参加を推進し

ている。 

 

c 行政活

動 へ の 参

加・協働 

 ・行政のイベントや行事に協力を依頼さ

れる場合、事前に説明会や打ち合わせ等

を十分に実施してほしい。 

・各事業所在地において、交通安全や寄

付等のコミュニティ事業へ協力・参加し

ている。 
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◇指針その２（行政参加・協働の推進）に関する意見  

（１）市民参加・参画のあり方 

a 積極的

な行政情

報の公開 

今回の意見 前回の意見 

 ・行政の情報公開にも、ＳＮＳ等の新し

い情報手段を活用し、受け取りやすい情

報伝達を行うとよい。 

・行政の取組にもっと関心をもってもら

うように工夫すべきである。 

・なぜその施策を実施するのか、施策の

必要性を PR し、市民に理解してもらう

とよい。 

b 行政活

動への市

民参加の

拡大 

・イベントや行事に参加・協力する際、

地域の人とのふれあいや絆、楽しさがあ

ることで参加者の拡大と継続につなが

る。（再掲） 

・個人に余裕がなく、活動へ参加するこ

とも難しい。市民の現実と市の求める協

働像に差がある。 

・市民活動をやってみたいけれど、どの

ように始めたらよいかわからない人（退

職者や若者等）に参加を働きかけること

が必要である。 

 

c 市民公

募委員の

導入 

 ・一般市民が意見を言いやすい会議の環

境づくりが必要。意見を拾う側（行政）

の意識づくりを。 

・堅苦しさのない、一般市民の発言しや

すい場があるとよい。 

e パブリ

ックコメ

ント制度 

 

 

f 市民意

見の提案

制度 

  

g 意見交

換のため

の会議開

催 

  

h アンケ

ート調査 
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（２）行政活動における協働のあり方 

e 様々な

協 働 方 式

の導入 

 

 

 

◇指針３（市民間協働の推進）に関する意見  

（１）市民間協働のあり方 

a 市民公

益 活 動 に

お け る 連

携・協力・

援助 

今回の意見 前回の意見 

・市民活動団体は、広域で連携し、情報

交換や意見交換をおこない、必要な場所

に必要な公益活動が行えるようすると

よい。 

・イベントで団体間の連携が図られては

いるが、まだまだ進んでいない。 

・団体同士の考え方の違いもあり、連携

が進んでいるとは言いがたい。理解しあ

うことは難しいかもしれないので、各団

体の足りないところを補完し合う意識

をつけるとよいのではないだろうか。 

・一緒に活動すればもっと活発に活動で

きるような団体があるが、連携できてい

ない。 

 

 

 

◇指針その４（市民公益活動の支援）に関する意見  

（１）活動環境の整備のあり方 

a 施設等

の整備・利

用改善 

今回の意見 前回の意見 

 

・施設環境の効果的なあり方を追求する

より、実態に合ったあり方を検討すべき

である。 

・施設利用には、団体のイベントより市

のイベントが優先されることがある。市

はあらかじめ計画した行事予定にそっ

て早めに施設予約をしてほしい。 

 

 

 

（３）人的・財政的支援等のあり方 
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a 市民公

益 活 動 へ

の 人 的 支

援 

今回の意見 前回の意見 

 

・事業担当課だけでなく、市役所各課に

市民活動を把握してほしい。市役所全体

で連携して公益活動の支援をするべき。 

b 市民公

益 活 動 へ

の 財 政 的

支援 

 ・補助金等の制度利用団体は少ない。申

請等が煩わしく、自費でやってしまう団

体や、制度に縛られることを嫌う団体が

多いのではないだろうか。 

 

 

◇指針その５（地域コミュニティ活動の振興）に関する意見  

（１）地域コミュニティ団体の振興のあり方 

 ①市民・市民活動団体・事業者の参加 

b 市民活

動 団 体 の

加入・活動

参加 

今回の意見 前回の意見 

・コミュニティの役員が数年で交代する

ので、ＮＰＯ団体等が連携を持ちかけて

も継続性に欠ける。 

・コミュニティと市民活動の仕組みの違

いを互いに理解しあい、双方の利点と足

りないところを評価しあうことが必要

である。 

・地域資源を活用して活動する方法を探

る必要がある。 

・コミュニティ団体と市民活動団体が新

しいルールをつくる必要がある。 

・老人会や子ども会の活動参加が衰退化

している。 

・ＰＲに関して、市のＨＰや行政機関で

の告知だけでなく、民間事業者と協力、

連携して、掲示板等で告知することも良

いのではないか。 

 

 

 

c 事業者

の加入・活

動参加 

 

 

 

 

・校区によっては、近隣企業と盛んに交

流・協働している。 
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 ②市の機関の支援 

c 地域コミュニティ団体の認定制度  

 

（２）地域コミュニティ団体の取組のあり方 

 ④関係団体との連携 

b 地域の

各種団体

との連携 

今回の意見 前回の意見 

 ・地域コミュニティ連合会では、関係機

関とも連携し、自治会加入促進を図って

いる。 

 

 

◇指針その６（市民協働まちづくり基金の活用）に関する意見  

（１）基金管理のあり方 

b 一般寄付等による積立部分の確保・

運用 

 

 

（２）基金運用益の活用のあり方 

a 市の機関が実施する関係事業への基

金運用益等の充当 

 

 



田原市の市民協働まちづくり方針の素案に対する意見への対応 

 

章 

ページ 
意見 対応 

第 1 章 

p.2 

・日本の人口縮小局面から市民協働が必要とさ

れている時代認識を入れてはどうか。 

・第 1 章(1)①「田原市まち・ひと・しごと創生

総合戦略」の中で「民間との連携や協働が必要

とされています。」を追記。  

第 1 章 

p.2 

（第 4 章 

p.9） 

・市町村によっては公民連携と称して、PFI や

PPP といった民間資本を活用して公共施設を整

備、運営する例も増えている。公民連携基本計

画が別にあるのであれば、整合性のある形で、

方針をまとめた方がいい。 

・PFI の事例としては、炭生館と給食センター

があります。 

・公民連携基本計画に相当するものはありませ

んが、個別に指定管理のあり方を検討してい

る。 

第 1 章 

p.2 

・市民と行政が一緒になってまちづくりに取り

組むべき分野の一つとして「歩行者にやさしい

まちづくり」という視点を入れてはどうか。 

・この方針とは別に公募委員制度を利用して、

「人にやさしい街づくり推進計画」を策定して

いる。 

第 1 章 

p.4 

・財政的にも自立する NPO はある。 

・クラウドファンディングの活用事例もある。 

 

(2)市民協働のまちづくりの現状と展望①市民

活動の現状に「クラウドファンディングの活用

や、収益を市に還元する事例も見られる等」を

追記。 

第 2 章 

p.8 

・図の右にある「協働基金」が、行政から供給

される図になっているが、民間からも資金調達

があるのではないか。 

・市民活動団体の収益をまちに還元する資金循

環についてもふれてはどうか。 

・言葉が多く系統の図示がわかりにくい。 

・民間からの資金協力も図示した。 

・市民公益活動から下への矢印によって表現さ

れている。 

・条例に定める体制を図示したもので、大きく

変えることはできないが、見やすいように修正

した。 

第 4 章 

p.5 

・ネット活用についての追加は必要だが、１人

対１人でのコミュニケーションの大切さを啓発

する記述が必要ではないか。 

・第 3 章(1)「基本的な姿勢」の中に含まれてい

る。 

資料５ 



第 3 章 

第 4 章 

p.5 

・①地域包括ケア、②遊休不動産（公共、民間

問わず）の活用、③歩いて暮らせるまちづくり、

を重点領域として掲げるのはどうか。 

第 3 章ではなく、第 4 章指針その 2（1） b 行

政活動への市民参加の拡大 

［今後の取組］に「遊休資産の活用や地域包括

ケアシステムの推進など新たな課題に対して

も、市民協働を踏まえて取り組みます。」を追

記。 

・市民協働まちづくりの基盤となる地域資源の

調査を、市民参加で進めてはどうか。 

第 4 章 

p.6 

・d「参画」と「参加」が混在している。 ・参画に統一。 

第 4 章 

p.6 

・e バブリックコメントについて、活用事例など

紹介できないか。 

・パブリックコメントへの市の対応はホームペ

ージで公開されています。 

第 4 章 

p.9 

・p.9 の「e 様々な協働方式の導入」における

PFI や PPP の評価の記述を充実させてはどう

か。 

e 様々な協働方式の導入 

［現状］に「効率的かつ効果的な公共サービス

の提供を図っています。」を追記。 

第 4 章 

p.20 

・a 地域課題の対処［今後の取組］２番目の項目

の「よそ者」という文言に違和感がある。 

「よそ者」という文言は削除。内容は変化なし。 

第 4 章 

p.20 

・キーワードとして「地域経営」等を入れるの

はどうか。 

・「地域経営」は「従来の概念にとらわれず新

たな視点」の中に含まれている。 

検討資

料 

p.6 

p.11 

・中間支援団体に「NPO たはら広場」を追加し

ては。 

・P.6 と p10 に「NPO たはら広場」を追加。 
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資料６ 

田原市の市民協働まちづくり方針骨子（案） 

    

（１） 市民の取組のあり方 （１） 市民の取組のあり方 （１） 市民の取組のあり方 （１） 市民の取組のあり方 

ａ 市民公益活動への参加  

ｂ 行政活動への参加  

（２） 市民活動団体の取組のあり方 （２） 市民活動団体の取組のあり方 （２） 市民活動団体の取組のあり方 （２） 市民活動団体の取組のあり方 

ａ 活動ＰＲ・信頼性の向上【「ＳＮＳ」を記載】 

ｂ 市民公益活動や行政活動への参加・協働  

（３） 事業者の取組のあり方 （３） 事業者の取組のあり方 （３） 事業者の取組のあり方 （３） 事業者の取組のあり方 

ａ 事業者による社会貢献     

ｂ 市民公益活動への参加・支援  

ｃ 行政活動への参加・協働  

 

        

（１） 基金管理のあり方 （１） 基金管理のあり方 （１） 基金管理のあり方 （１） 基金管理のあり方 

ａ 合併特例債積立部分の管理・運用【利用可能時期により原資を取り崩す】 

ｂ 一般寄付等による積立部分の確保・運用【ふるさと納税寄附の運用】  

（２） 基金運用益等の活用のあり方  （２） 基金運用益等の活用のあり方  （２） 基金運用益等の活用のあり方  （２） 基金運用益等の活用のあり方  

ａ 市の機関が実施する関係事業への基金運用益等の充当【補助制度列挙】  

ｂ 基金運用益等を活用した市民公益活動の支援 

【市民活動支援制度の改善・個別支援制度の創設の検討】  

    

（１） 地域コミュニティ団体の振興のあり方 （１） 地域コミュニティ団体の振興のあり方 （１） 地域コミュニティ団体の振興のあり方 （１） 地域コミュニティ団体の振興のあり方 

①市民・市民活動団体・事業者の参加 

ａ 市民の加入・活動参加【活動・運営の担い手不足】 

ｂ 市民活動団体の加入・活動参加【ＮＰＯ等の連携が期待される】  

ｃ 事業者の加入・活動参加【事業者の連携が期待される】  

②市の機関の支援 

ａ 地域コミュニティ団体の振興策【支援体制の構築等を図る】   

ｂ 地域コミュニティ団体の意見の反映          

ｃ 地域コミュニティ団体の認定制度【認定制度の推進を削除】  

(２)  地域コミュニティ団体の取組のあり方 (２)  地域コミュニティ団体の取組のあり方 (２)  地域コミュニティ団体の取組のあり方 (２)  地域コミュニティ団体の取組のあり方 

①組織体制の改善 

ａ 組織の見直し【持続可能な組織作りに取り組む】  

②市民等の参加機会の確保    

ａ 加入・参加の拡大【新たな人材育成・確保に取り組む】 

③課題対処等の取組 

ａ 地域課題の対処【地域外の新たな視点を取り入れ課題に対処する】 

④関係団体との連携 

ａ 地域コミュニティ団体との連携【新たな協議会組織等の設置】 

ｂ 地域の各種団体との連携【ＮＰＯ等との連携の増加】            

⑤意見の集約・代表 

ａ 意見の把握  

ｂ 意見の集約・代表     

    

（１） 活動環境の整備のあり方 （１） 活動環境の整備のあり方 （１） 活動環境の整備のあり方 （１） 活動環境の整備のあり方 

ａ 施設等の整備・利用改善    

【公共施設の適正化を図り、未利用施設の利活用を進める】 

ｂ 市民公益活動の環境整備  

（２） 情報提供のあり方 （２） 情報提供のあり方 （２） 情報提供のあり方 （２） 情報提供のあり方 

ａ 市民公益活動の市民等への情報提供【「ＳＮＳ」を記載】  

ｂ 行政情報の提供  

（３） 人的・財政的支援等のあり方 （３） 人的・財政的支援等のあり方 （３） 人的・財政的支援等のあり方 （３） 人的・財政的支援等のあり方 

ａ 市民公益活動への人的支援    

ｂ 市民公益活動への財政的支援     

ｃ 市民公益活動へのその他の支援     

（４） 市民間協働の支援のあり方 （４） 市民間協働の支援のあり方 （４） 市民間協働の支援のあり方 （４） 市民間協働の支援のあり方 

ａ 市民間協働の促進のための支援【再掲】 

 

 

（１） 市民参加・参画のあり方 （１） 市民参加・参画のあり方 （１） 市民参加・参画のあり方 （１） 市民参加・参画のあり方 

ａ 積極的な行政情報の公開【「ＳＮＳ」を記載】    

ｂ 行政活動への市民参加の拡大  

【新たな課題に対しても市民協働を踏まえて取り組む】 

ｃ 市民公募委員の導入【公募委員増加・統一制度なし】 

ｄ 市民活動団体等への参画要請の整理【負担軽減を図る】  

ｅ パブリックコメント制度【制度見直しなし】  

ｆ 市民意見の提案制度  

ｇ 意見交換のための会議開催 

ｈ アンケート調査  

（２） 行政活動における協働のあり方 （２） 行政活動における協働のあり方 （２） 行政活動における協働のあり方 （２） 行政活動における協働のあり方 

ａ 地域コミュニティ団体との協働（委託）     

ｂ 地域コミュニティ団体からの要望への対応     

ｃ 特定業務の外部委託（市指定委託）     

ｄ 市民等からの提案による協働事業（外部委託）     

【提案型委託制度の活用が徐々に増加】 

ｅ 様々な協働方式の導入  

（３） 市民参加・協働状況の公表 （３） 市民参加・協働状況の公表 （３） 市民参加・協働状況の公表 （３） 市民参加・協働状況の公表 

ａ 協働会議への報告・一般公表 

    

 （１） 市民間協働のあり方 （１） 市民間協働のあり方 （１） 市民間協働のあり方 （１） 市民間協働のあり方 

ａ 市民公益活動における連携・協力・援助     

【市民活動支援センター機能の充実・多様な連携による活動    

の活性化を図る】 

ｂ 市民活動団体による市民活動の支援 

【市民活動支援センター=中間支援団体】 

ｃ 市民間協働の促進のための支援   

 

みんながそれぞれの役割を認識し、お互いに理解し合い、

信頼関係を築きながら、市民協働のまちづくりを進めま

しょう。 

 

① 幅広い世代の参加 

・それぞれのライフスタイルや特性を活かす 

② 男女共同参画 

・みんなが自分らしく輝ける社会を目指す 

③ 多文化共生 

・お互いの国の文化を理解し、多文化共生社会へ 

市

民

協

働

に

取

り

組

む

基

本

姿

勢

と

配

慮

す

べ

き

視

点 

 

① 人と人との絆づくり 

・コミュニケーション、助け合える地域づくり 

② 合意形成にむけたルールの順守  

・当事者意識を持って企画段階から参画 

③ 担い手の育成・確保 

・人々の多様性を認め、能力や経験を活かす 

④ ふるさとに感謝 

・私たちの未来のために精一杯取り組む 

（１）基本的な姿勢 

基本理念 

（２）配慮すべき視点 

■指針その６ 市民協働まちづくり基金の活用 

■指針その５ 地域コミュニティ活動の振興 

 

■指針その４ 市民公益活動の支援 

■指針その３ 市民間協働の推進 

 

■指針その２ 行政参加・協働の推進 

■指針その１ 市民等の役割の実現 

○修正点 ○修正点 ○修正点 ○修正点 

・「（２）配慮すべき視点」の「人と人との絆づくり」を、「（１）基

本的な姿勢」に移し、「あいさつの奨励」の内容を組み込みました。 

 ⇒「①人と人との絆づくり」「①人と人との絆づくり」「①人と人との絆づくり」「①人と人との絆づくり」 

・「（１）基本的な姿勢」の「会議ルールの順守」と「無理・無駄の

削減」を統合して、「②合意形成に向けたルール順守」「②合意形成に向けたルール順守」「②合意形成に向けたルール順守」「②合意形成に向けたルール順守」としました。 

・「（１）基本的な姿勢」の「持続的な学習・体験」と「担い手の確

保」を統合して、「③担い手の育成・確保」「③担い手の育成・確保」「③担い手の育成・確保」「③担い手の育成・確保」としました。 

・「（１）基本的な姿勢」に「④ふるさとに感謝」「④ふるさとに感謝」「④ふるさとに感謝」「④ふるさとに感謝」を追加しました。 

《活動の基盤である私たちのまちと、美しい自然に感謝し、私た 

ちの未来のためにできることを精一杯取り組んでいます。》 

市

民

協

働

の

６

つ

の

指

針 

◇方針の計画期間 

 １０年間（平成３０年度～平成３９年度） 

 ①取組状況の把握 

  市民、市民活動団体、事業者及び市の機関の取組状況を整理 

 ②評価の実施 

  各方針への達成度や課題等を分析・評価し、新たな方針策定へ 

※修正の色分けついて 

赤字…方針についての新しい記載、前回からの削除など 

青字…字句修正など軽易なもの 










